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Ⅰ 大学基準協会の経営系専門職大学院認証評価の概要 

 

１ 大学基準協会の沿革 

大学基準協会は、1947（昭和 22）年、アメリカのアクレディテーション団体

をモデルに当時の国・公・私立の 46 大学を発起校として設立された自立的な団

体です。発足にあたり本協会は、「会員の自主的努力と相互的援助によってわが

国における大学の質的向上をはかる」ことを設立趣旨に掲げ、アクレディテー

ション活動を行うことを目指して「大学基準」を設定しました。設立から４年

後の 1951（昭和 26）年には設立趣旨を具現化するために、本協会への加盟を希

望する大学が正会員としての適格性を有しているかどうかを判定する「適格判

定制度」を開始し、約 45 年にわたり運用してきました。 

1996（平成８）年からは、各大学が実施する自己点検・評価を基礎とする新

たな大学評価（正会員になるための加盟判定審査と、正会員に対し定期的に実

施する相互評価）を実施してきました。その後、点検・評価項目の改定、加盟

判定審査と相互評価の一本化（2007（平成 19）年度より）など、様々な改革に

取り組み、さらなる評価の充実を目指しています。 

1996（平成８）年以降の新制度による評価実績は、2008（平成 20）年３月現

在延べ 416 大学となっています。 

 

２ 大学基準協会と認証評価 

2002（平成 14）年の学校教育法改正に伴い、2004（平成 16）年度以降全ての

大学、短期大学および高等専門学校は、その教育・研究等の総合的な状況につ

いて文部科学大臣の認証を受けた評価機関による評価（認証評価）を７年以内

の周期で受ける義務を課されることとなりました。本協会が 2004（平成 16）年

８月31日付で大学に対する 初の機関別認証評価機関として認証を受けたこと

により、本協会が実施する大学評価がそのまま、上記認証評価として機能する

ことになりました。 

また、同法の改正は、2004（平成 16）年度以降、専門職大学院についてもそ

の教育活動等の状況について文部科学大臣の認証を受けた評価機関による評価

（認証評価）を５年以内の周期で受けるよう義務づけました。 

本協会の設立趣旨および活動実績から、経営系専門職大学院の認証評価にお

いても、本協会がひとつの認証評価機関として役割を果たすことへの期待が関

係各方面から寄せられています。こうした期待や社会的要請に応えるべく、2007

（平成 19）年２月に認証を受けた法科大学院の認証評価に続けて、2008（平成

20）年 4月に経営系専門職大学院認証評価機関として認証を受けました。 
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３ 経営系専門職大学院認証評価の目的 

大学基準協会が経営系専門職大学院の認証評価を実施する目的は、経営系専

門職大学院の水準の向上をはかること、認証評価を通じて経営系専門職大学院

の質を社会に対して広く保証することにあります。これらの目的を遂行するた

めに本協会は以下の活動を行います。 

① 経営系専門職大学院の認証評価のための「経営系専門職大学院基準」の

設定。 

② 経営系専門職大学院を設置し、認証評価を申請する大学から提出された

「点検・評価報告書」等の書面評価および経営系専門職大学院への実地視

察に基づく評価ならびに経営系専門職大学院基準への適合性に関する認

定。 

③ 「改善報告書」を通じた経営系専門職大学院への継続的な支援。 

 

４ 経営系専門職大学院認証評価の基本方針 

経営系専門職大学院の認証評価も含め認証評価制度においては、法制上、そ

の評価は大学の自己評価結果の分析、実地調査の実施その他適切な方法による

ものとされています（学校教育法第110条第２項に規定する基準を適用するに際

して必要な細目を定める省令（平成19.12.25））。 

大学基準協会が従来実施してきた大学評価の方法は、基本的にこれらの法令上

の要請に適うものであり、本協会は経営系専門職大学院認証評価に関しても、

これまでの実績と経験を活用した評価を行います。すなわち、経営系専門職大

学院認証評価は、当該経営系専門職大学院の点検・評価報告書の分析と実地視

察に基づく評価を総合して行います。 

なお、法令で定められた認証評価においては求められていませんが、本協会は

これまで実施してきた各種の評価同様、評価の 終段階で、経営系専門職大学

院基準に適合しているとして認定するか否かの判定を行います。 

専門職大学院に関しては、高度専門職業人養成に特化した大学院として、法令

上その他の大学院とは異なる規定が設けられています。認証評価に当たって、

これらの法令上の基準の遵守の状況を審査しなければならないことは言うまで

もありません。しかし、本協会の評価においては、法令上の基準を含めて本協

会が独自に設定する経営系専門職大学院基準に適合しているか否かについての

総合判断によって、適格認定を行うことを本旨としています。 

 

５ 評価対象 

大学基準協会の経営系専門職大学院認証評価では、以下の要件を備えた専門

職大学院を評価の対象とします。 
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① 授与する学位名称が、経営(学)修士（専門職）、経営管理(学)修士（専

門職）、国際経営(学)修士（専門職）、会計（学）修士（専門職）、ファ

イナンス修士（専門職）、技術経営(学)修士（専門職）またはこれらに

相当する名称のものであること。 

② 企業やその他の組織のマネジメントに必要な専門的知識を身につける

とともに、高い倫理観と国際的な視野をもった人材の養成を掲げている

こと。 

③ 人材養成の目的を達成するために必要な力量として、専門的知識に加え、

例えば、先見性、分析的思考能力、戦略的思考能力、先端技術活用能力、

情報技術活用能力、多文化理解力、コミュニケーション能力等を明示し

ていること。 

 

６ 評価の周期 

経営系専門職大学院は、 初の修了者を出した年度の翌年度以降、認証評価を

受けることができます。また、 初の認証評価を受けた後は、５年以内ごとに

次の認証評価を受けるものとします。 

 

７ 評価組織・体制 

評価の組織・体制は以下のとおりです。 

(1) 経営系専門職大学院認証評価委員会 

本協会の経営系専門職大学院認証評価を実施する中心的組織で、委員長お

よび副委員長を含め、15 名の委員で構成されます。この委員会には委員会業

務を補佐するため、必要に応じて幹事若干名を配置します。なお、委員の構

成および選出方法の詳細については、「経営系専門職大学院認証評価に関す

る規程」（資料 19）第８条～第 10 条を参照してください。 

 (2) 経営系専門職大学院認証評価分科会 

経営系専門職大学院認証評価委員会の下部組織として、認証評価を申請す

る専攻数に応じて経営系専門職大学院認証評価分科会（以下、分科会）を複

数設置します。分科会は、主査を含め、原則として４名で構成されます。な

お、委員の構成および選出方法の詳細については、「経営系専門職大学院認

証評価に関する規程」（資料 19）第 15 条、第 16 条を参照してください。 

 

経営系専門職大学院の認証評価のための組織・体制の全体を図にすると以下

のとおりです。 
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経営系専門職大学院認証評価組織図 

 

 

 

８ 経営系専門職大学院基準 

経営系専門職大学院の認証評価のための基準は、本協会が独自に設定した経営

系専門職大学院基準です。 

この経営系専門職大学院基準の策定にあたっては、本協会の大学評価における

長年の経験を、できるかぎり経営系専門職大学院認証評価でも生かすことをそ

の基本姿勢としています。したがって、それぞれの経営系専門職大学院が掲げ

る使命・目的・教育目標を尊重し、その使命・目的・教育目標の達成のために

どのような努力が払われ、その成果をあげているのかという観点を重視して評

価を行うことを基本としています。単に経営系専門職大学院が法令要件を遵守

しているかどうかの評価を行うのではなく、問題点の改善と質の向上のための

支援を行うことを目的とし、その評価が他の経営系専門職大学院と比較した優

劣の判断に容易に結びつかないよう配慮したものとなっています。 

経営系専門職大学院を設置している大学が認証評価を申請するに当たっては、

この経営系専門職大学院基準（資料１）に基づいて点検･評価を行い、その結果

を点検･評価報告書にまとめて本協会に提出しなければなりません。 

 

９ 認証評価のプロセス 

経営系専門職大学院の認証評価のプロセスの概要は以下の通りです。 

(1) 認証評価を申請する大学からの評価資料の提出 

 申請大学は、毎年決められた期日までに、以下の評価資料を本協会に提

出することになります。申請の手続きについては、「Ⅱ 認証評価の申請に

ついて」（７～13 ページ）を参照してください。 

① 「点検・評価報告書」 

  本協会が設定した経営系専門職大学院基準に基づき、当該経営系専門

職大学院が自己点検・評価を実施した結果をまとめた報告書です。 

分科会（○○大学院○○専攻担当） 理事会  経営系専門職大学院 
認証評価委員会 

異議申立審査会 
評議員会 

分科会（△△大学院△△専攻担当） 

分科会（××大学院××専攻担当） 
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② 「基礎データ」 

  法令で規定された数量基準および本協会が評価に必要であるとした

データを記述した資料です。 

③ 添付資料 

  本協会が指定する添付資料です。添付資料の詳細については、「提出

資料一覧」（資料６）を参照してください。 

(2) 書面評価 

  以下のプロセスで書面評価を行います。 

申請大学から提出された資料に基づき、各委員が所見を作成し、その所

見をもとに、分科会が「分科会報告書（案）」を作成します。「分科会報告

書（案）」と分科会主査・委員から出された質問をとりまとめた「質問事項」

を８月末日までに申請大学に送付します。 

(3) 分科会・実地視察の実施 

原則として１泊２日で実地視察を実施します。また、基本的に分科会は

実地視察時に開催します。なお、実地視察の概要については、「Ⅲ ５ 実地

視察への対応」（15～17 ページ）を参照してください。 

(4) 認証評価結果の作成について 

分科会は、実地視察の結果、「質問事項」への回答、「分科会報告書（案）」

に対する見解書をもとに「分科会報告書（案）」を精査し、 終の「分科会

報告書」を作成します。その後、経営系専門職大学院認証評価委員会にお

いて、「分科会報告書」に基づき当該大学院の 終的な評価および認定に関

わる委員会決定を行います。 

(5) 意見申立 

委員会決定を申請大学に提示し、一定の期間を限って意見の申し立てを

受付けます。意見申し立てがあった場合には、経営系専門職大学院認証評

価委員会において対応を検討します。検討結果は、申請大学に通知します。 

(6) 結果の通知、公表および報告 

理事会において、認証評価結果の 終決定が行われると、その認証評価

結果を当該大学院に文書で通知するとともに、ホームページ等を通じて社

会にも公表します。また、法令（学校教育法第 110 条第４項）に従い、認

証評価結果を文部科学大臣に対して文書で報告します。 

(7) 経営系専門職大学院異議申立審査会 

認証評価の結果、経営系専門職大学院基準に適合しているとして認定さ

れなかった申請大学から異議申立が提出された場合、審査を行うために、

経営系専門職大学院異議申立審査会（以下、「審査会」と略称）を設置して

審査を行います。審査会は、審査長を含め、７名の委員を以て構成します。
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なお、委員の構成および選出方法の詳細については、「経営系専門職大学院

認証評価に関する規程」（資料 19）第 30 条、第 31 条を参照してください。 

(8) 認定証 

本協会が適格認定を行った経営系専門職大学院には認定証と認定マーク

を交付します。 

【認定マーク】 

 

 

 

 

 

(9) 改善報告 

本協会は、認証評価の結果、認定された経営系専門職大学院を設置して

いる大学に対しては、認証評価結果のうちの勧告および問題点につき、原

則として２年以内に「改善報告書」（資料 17）を経営系専門職大学院認証

評価委員会に対して提出することを求めています。 

「改善報告書」の提出は、認証評価を一過性のものに終わらせるのではな

く、経営系専門職大学院の継続的な改善・改革につなげるための方途とし

て大きな意味を持っています。なお、次回の認証評価申請までの間の改善

を期待して、当該大学院の改善が不十分な場合であっても、再度報告を求

めることはありません。 

 

10 評価後に生じた変更について 

本協会の認証評価を受けた経営系専門職大学院を設置している大学は、次の認

証評価を受ける前に、当該大学院の教育課程または教員組織に重要な変更があ

ったときは、変更にかかわる事項について本協会会長宛に届け出る必要があり

ます（「学校教育法第 110 条第２項に規定する基準を適用するに際して必要な細

目を定める省令」第３条第２項、「経営系専門職大学院認証評価に関する規程」

（資料 19）第 41 条、第 42 条）。 

この届出があった場合、経営系専門職大学院認証評価委員会は、当該経営系専

門職大学院の意見を聴いた上で、必要に応じ、認証評価結果に当該事項を付記

する等の措置を講じることとなります。 

 

11 評価手数料 

経営系専門職大学院認証評価を申請する大学は、指定の期日までに評価手数料

を納入することが必要となります（「評価手数料に関する規程」資料 20）。 
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Ⅱ 認証評価の申請について 

 

 本協会の経営系専門職大学院認証評価に際して、申請に必要な手続きと流れ、

評価資料（「点検・評価報告書」、「基礎データ」、「添付資料」）の作成等につい

て、2009（平成 21）年度に評価を受ける場合に基づいて説明します。 

 なお、あわせて「認証評価年間スケジュール」（19 ページ）もご参照ください。 

 

１ 申請資格 

申請年度（2009 年度）の４月時点において、経営系専門職大学院として完成

年度を経過していることが申請資格の基礎的要件となります。したがって、2009

年度に経営系専門職大学院認証評価を申請できる大学は、２年制であれば、2007

年４月以前に学生の受け入れを開始している経営系専門職大学院（以下、「当該

大学院」）を設置する大学となります。 

 

２ 実務説明会への参加 

本協会では、翌年度４月に本協会の経営系専門職大学院認証評価を申請予定

の大学を主な対象として、毎年度、実務説明会を開催します。実務説明会では、

評価の概要や、実務的な申請準備作業などについて説明しますので、申請を予

定する大学は、少なくとも申請前年度の実務説明会への参加が求められます。 

  

３ 評価資料の作成と準備 

本協会では、調書（「点検・評価報告書」および「基礎データ」）の書式や書

き方等を確認するため、草案の事前提出をお願いしています。遅くとも、申請

前年度（2008 年度）の 12 月 26 日（金）までには、本協会事務局宛に一度調書

の草案をご提出ください。また、この時、「点検・評価報告書」の記述の根拠と

なる資料についても確認を行いますので、「提出資料一覧」（資料６）を作成し、

提出してください。草案が受理要件を充たしているかについて確認し、１月末

までにご連絡いたします。 

なお、送付の際には、申請大学側の担当窓口となる部署名・担当者氏名（役

職）・電話番号・電子メールアドレスを必ずご連絡ください。 

 

(1) 点検・評価報告書  

「点検・評価報告書」は、本協会の認証評価において も重要な資料です。

申請大学は、「経営系専門職大学院基準」（資料１）に沿って自己点検・評価

を進めていきます。「経営系専門職大学院基準」は、９つの大項目のもとに細

かな「評価の視点」が設けられていますので、「評価の視点」ごとに自己点検・
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評価を実施し、その結果を「点検・評価報告書」としてまとめる必要があり

ます。大項目は下記のような構成になっています。 

 

１ 理念・目的ならびに教育目標 

２ 教育の内容・方法・成果 

  (1) 教育課程等 

  (2) 教育方法等 

  (3) 成果等 

３ 教員組織 

４ 学生の受け入れ 

５ 学生生活 

６ 教育研究環境の整備 

７ 管理運営 

８ 点検・評価 

９ 情報公開・説明責任 

 

自己点検・評価は、大学の規模や特徴等にもよりますが、これに係る委員

会等の組織を中心として、「評価の視点」をもとに組織的に進めていくことが

必要となります。現状を把握して分析し、効果があがっている長所や改善す

べき問題点を整理した上で、今後どのように長所を伸長し、問題点を改善し

ていくのかを十分に検討してください（11 ページの図参照）。 

 

① 作成基準日 

「点検・評価報告書」をいつの時点で作成するかは特に定めていません

が、申請前年度の教育研究活動の状況が把握できることが必要です。また、

「基礎データ」の作成基準日を申請前年度（2008 年度）５月１日としてい

ることに留意して、矛盾のないように記述してください。その他、提出資

料の数値等と整合しているかどうかも確認してください。 

ただし、申請年度（2009 年度）の４月の認証評価申請までに大きな変更

がある場合、そのことを含めて記述してください。 

 

② 内容構成 

「点検・評価報告書（参考例）」（資料５）を参考に作成してください。

内容は序章・本章・終章の３部構成とします。 

文字数は全体で、「経営系専門職大学院基準」（資料１）の［評価の視点］

および根拠・参照資料の名称自体の記述に要する字数を差し引いて 60,000
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字程度にまとめてください。 

全体の記述にあたっては、その論拠を明確にするため可能な限り客観的

なデータを利用することが望まれます。 

 

【序章】 

当該大学院の設置の経緯を記述してください。また、当該大学院が自

己点検・評価にどのように臨み、どのような体制でこれを行ったのかな

ど、当該大学院の姿勢について記述してください。 

【本章】 

本協会が設定した「経営系専門職大学院基準」（資料１）の大項目ごと

に章立てをしてください。また、各章の冒頭に大項目ごとの概要を 400

字程度で記述してください。 

本章は「現状の説明」、「点検・評価」、「今後の方策」から構成されま

す。次の点に注意して記述してください。 

  ［現状の説明］ 

「経営系専門職大学院基準」（資料１）の「評価の視点」に沿って、現状

の説明を記述してください。その際、評価委員が読んで、当該大学院の状

況がある程度、具体的なイメージを持って把握し、評価できるか、という

ことを念頭におき、各視点について具体的内容を盛り込んだ記述にしてく

ださい。また、その根拠となる資料、参照すべき資料がある場合には、資

料名と資料番号、該当ページを記してください。 

「評価の視点」が当該大学院に該当しない場合には、記載漏れとの誤解

を避けるため、「該当なし」と記し、「評価の視点」の記述および「評価の

視点のレベル」は削除しないでください。 

［点検・評価］ 

大項目ごとに点検・評価を行いますが、「現状の説明」のように、すべて

の「評価の視点」について記述する必要はありません。「評価の視点」のう

ち、点検・評価の結果明らかになった長所・問題点についてできるだけ具

体的に記述してください。問題点は存在しないことより、問題点を自覚し、

その改善方策を明示することが重要です。また、根拠となる資料、参照す

べき資料がある場合には、資料名と資料番号、該当ページ数も記してくだ

さい。 

［今後の方策］ 

長所についてはそれをさらに伸長させるための方策、問題点については

それを解決していくための方策を記述してください。記述の際には、下記

の点に留意し、可能な限り具体的に記述してください。 
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※ レトリックに頼らない簡素な記述になっているか、冗長にならない

ことを心がけているか。 

※ 優等生的な記述ではなく、良いことも悪いことも率直に記述されて

いるか。 

※ 「～が必要である」、「～を検討すべきである」、「～が課題である」

にとどまっていないか。それを実現するために具体的に何をしてい

るのか、これから何をするのかが記述されているか。 

※ 「当該大学は評価項目にきちんと対応していない」というような評

価者の誤解をまねかないよう、評価項目に該当する実績がない場合

に、その旨あるいは今後の取り組み方が記述されているか。 

【終章】 

全体を通して、当該大学院の全体的な使命・目的等の達成状況、取り組

むべき課題、今後目指すべき方向等について記述してください。本章の記

述と重複してもかまいません。 

 

③ 提出時の体裁 

全体に通しページを入れて目次を作成してください。また、印刷はＡ４

判両面とし、製本はせず、加除が可能な体裁でファイル綴じにしてくださ

い。 

 

④ 提出時期 

申請前年度（2008 年度）12 月 26 日（金）までに、体裁等の確認のため、

「草案」を１部提出してください。なお、現状説明が不十分である場合、

評価資料を提出した４月以後であっても本協会から追加執筆や差し替えを

求めることがあります。また、場合によっては申請を受付けないこともあ

りますのでご注意下さい。このような事態に至らないよう、本協会事務局

では随時形式、要件の確認等の相談に応じております。 

（本提出は申請年度（2009 年度）の４月初旬です。その際の必要部数は

20 部です。） 

－10－ 



 

【自己点検・評価の手順】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

現状の把握 

現状の分析・評価 

今後の方策の検討 

・ どのような制度を取り入れているか。 

・ どのような体制で行っているか。 

・ どのように検証を行っているか。 

・ どのように効果を測定しているか。 

 

・ 理念・目的・教育目標をどの程度達成しているか。 

・ どのような点において効果があがっているか。（長所） 

・ どのような点において改善が必要か。（問題点） 

・ どのように長所を伸張させていくか。 

・ どのように問題点を改善していくか。 

点検・評価報告書の執筆 
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(2) 基礎データ  

「基礎データ」は、当該大学院の現状を数量的に把握するためのデータ集

です。資料２を使用して作成してください。 

① 作成基準日 

原則として申請前年度（2008 年度）の５月１日現在で作成してください。 

② 提出時の体裁 

全体に通しページを入れて目次を作成してください。また、印刷はＡ４判

で、加除が可能な体裁でファイル綴じにしてください。 

③ 提出時期 

申請前年度（2008 年度）の 12 月 26 日（金）までに、体裁等の事前確認

のため草案を１部提出してください。（本提出は申請年度（2009 年度）の４

月１日です。その際の必要部数は 20 部です。） 

 

(3) 提出資料 

提出資料は調書（「点検・評価報告書」と「基礎データ」）と添付資料です。

添付資料は、本協会として評価をするうえで 低限提出が必要な資料と、点

検・評価報告書、基礎データの記載内容を裏付ける根拠資料を指します。 

① 資料の発行日等について 

「点検・評価報告書」、「基礎データ」の作成基準日と合わせるため、原則

として、申請前年度（2008 年度）版の資料を準備してください。なお、必

要に応じて 新の資料の提出をお願いする場合がありますが、その場合は本

協会事務局よりご連絡します。 

 ② 提出時期 

添付資料の事前確認のため「提出資料一覧」（資料６）を利用して、該当

する資料名を記入し、「提出資料一覧」を作成してください。また、該当資

料を必要部数（各 20 部）確保してください。 

・「提出資料一覧」（資料６）（電子データ） 

申請前年度（2008 年度）の 12 月 26 日（金）までに、資料名の事前確認

のため「提出資料一覧」を電子データで提出してください。 

  データ送付先：keiei@juaa.or.jp 

・添付資料（ファイル綴）提出 

提出資料一覧に記載した添付資料の本提出を指します。申請年度（2009

年度）の４月１日（水）になります。（必要部数は、各 20 部です。） 

③ 注意事項 

添付資料は１セットずつファイルに綴じて提出してください。分量の関係

でファイルに綴じられない厚みのある資料等は、実地視察時に確認します。
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それらの資料は、「実地視察時確認資料一覧」（資料９）に含めますので、本

提出をする申請年度（2009 年度）の４月前までに本協会事務局にご相談く

ださい。 

また、評価の途中段階で随時、追加提出のご依頼をすることがありますの

で、ご了承ください。 

 

４ 認証評価申請書類の提出 

認証評価を申請する大学は、申請前年度（2008 年度）の１月７日（水）から

１月 30 日（金）の間に、「経営系専門職大学院認証評価申請書」（資料３）と

「概況調査表」（資料４）を本協会会長宛で事務局に送付してください。 

本協会事務局は申請書を受け取り、受理要件が充たされていると判断した場

合、申請大学宛に２月中旬までに「申請書受理通知」を送付します。 

 

これで、認証評価申請の手続きは完了となります。 
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Ⅲ 認証評価開始から終了まで 

 

 本協会の経営系専門職大学院の認証評価を受ける大学が行う、評価申請から

評価終了までの間に必要とされる手続きの概要について説明します。 

 

１ 評価資料の提出 

申請書受理通知を受け取った申請大学は、申請年度（2009 年度）の４月１日

（水）までに、下記の資料を本協会事務局宛に必要部数送付してください。 

＜評価資料＞ 

・調書（「点検・評価報告書」および「基礎データ」） 

・添付資料 

評価資料の必要部数は、各 20 部です。 

 

２ 評価手数料の納入 

申請大学から評価資料が提出された後、本協会より申請大学宛に評価手数料

の請求書を送付します。申請大学は、納入期間 2009（平成 21）年 4月 1日(水)

～4月 24 日(金）（予定）に指定口座に評価手数料を振り込んでください。 

＜評価手数料＞ 

経営系専門職大学院 １専攻あたり・・3,150,000 円（消費税込） 

 

３ 申請の取り下げ期限と申請大学名の公表 

申請書提出後、やむを得ない理由により申請を取り下げる場合は、2009（平

成 21）年 4月 24 日（金）までに「経営系専門職大学院認証評価申請取り下げ願

い書」（資料 18）を提出してください。期限を過ぎた後、本協会は評価申請大学

名および大学院名を公表します。 

 

４ 書面評価への対応 

各評価者は、５月上旬に申請大学から提出された「点検・評価報告書」、「基

礎データ」および添付資料をもとに書面評価を開始します。その後、分科会が

開催されます（実地視察の際に分科会を開催することもあります）。評価所見の

取りまとめ作業中、または分科会において、評価者から要望が出された場合は、

本協会事務局を通じて、申請大学担当者宛に追加資料等のお願いをすることが

あります。 

申請大学院の専攻に応じて設置されている各分科会は、実地視察前に書面評

価結果の案である「分科会報告書（案）」を作成し、大学に送付します。同報告

書（案）には、大学院に対する評価結果の原案の他、実地視察の際の質問事項
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や視察を希望する施設・設備等が記載されていますので、これに対し当該大学

院は「実地視察の際の質問事項への回答書」（資料７）・「分科会報告書（案）に

対する見解」（資料８）を実地視察に先立って本協会に提出することになります。 

この「回答書」ならびに「見解」の内容と、「分科会報告書（案）」の整合性

をはかり、評価の正確性を期すために実地視察を実施し、面談調査や施設・設

備の視察、授業参観等を行います。 

 

５ 実地視察への対応 

(1) 実地視察の目的 

大学基準協会の経営系専門職大学院認証評価における実地視察は、当該大

学院の特色ある施設・設備や教育･研究の状況を直接確認すること等を通じて、

評価結果の妥当性を確保するに十分な情報、資料等を収集すること、当該大

学院運営に責任を持つ関係者と面談し、当該大学院の教育・研究に取り組む

姿勢を確認することを目的に行われます。同時に、実地視察では、「認証評価

結果（委員会案）」の基礎資料となる「分科会報告書（案）」に対して、①評

価委員が事実誤認していないか、②評価委員の主観に偏った評価になってい

ないか、③報告書に指摘されているが、評価資料提出後に当該事項に変更が

生じているような事項はないか、④社会に公表するときに誤解を与えやすい

表現が含まれていないか、という観点から客観的・具体的な根拠を提示して

見解を示すことが求められています。固有名詞などに誤記・誤字がある場合

にも本協会事務局までお知らせください。 

 

(2) 日程調整と視察対象キャンパスについて 

実地視察は、９月下旬～11 月初旬、原則として１泊２日の日程で行います。

日程調整は、申請大学と本協会事務局との間で行い、候補日を決定します。 

基本的に、当該大学院の教育活動が中心に行われているキャンパスが視察

の対象となります。サテライトキャンパスがある場合には、必要に応じて当

該キャンパスも視察の対象となります。授業参観については、実地視察実施

日に開講している科目が参観対象となりますが、実地視察実施日に開講して

いない授業についても評価の上で確認が必要と判断された場合、開講日に希

望する評価委員のみで視察を行うことがあります。 

 

(3) 実地視察の準備 

本協会事務局より、８月下旬頃（予定）に「分科会報告書（案）」を申請大

学宛に送付します。申請大学はこの内容を確認し、下記資料を９月中旬（予

定）までに、ひとつのファイルに綴じ、10 部を本協会事務局宛に提出してく
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ださい。また、視察当日は、前年度の成績関係資料（成績原簿のほか、定期

試験を課している科目については定期試験の答案と問題等）も閲覧すること

がありますので、準備をお願いします。 

   

① 実地視察前・提出資料 

 実地視察前にご提出いただく資料は下記のとおりです。 

 

・ 実地視察の際の質問事項への回答書（資料７） 

・ 分科会報告書（案）に対する見解（資料８） 

・ 実地視察時確認資料一覧（資料９） 

・ 実地視察スケジュール表（資料 10） 

・ 見学施設・授業一覧（資料 11） 

・ 大学院関係者・面談参加者名簿（資料 12） 

・ 大学院関係者・面談時席次表（様式任意） 

・ 学生インタビュー出席者名簿（資料 13） 

・ 学生インタビュー時席次表（様式任意） 

 

 

② 実地視察当日の会場の確保 

 実地視察当日、当該大学院は出席者の人数等を勘案して下記の会場を確

保してください。 

・ 本協会側出席者の控室（本協会側の打ち合わせや食事をとる場所と

なりますので、実地視察期間中、常に使用できる施錠可能な部屋の

確保をお願いします） 

・ 大学院関係者との面談調査会場 

・ 学生インタビュー会場（大学院関係者との面談調査会場と同じ会場

でも可） 

・ 資料等の閲覧を行う部屋（控室で行えるようであれば控室でも可） 

 

③ 本協会側出席者の食事手配 

   本協会側出席者の食事代は本協会が負担します。詳細については、事前

に事務局担当者からご相談いたします。 
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(4) 実地視察当日 

実地視察の主な内容は以下の通りです。「実地視察スケジュール表（参考 

例）」（資料 10）をもとに、本協会事務局と申請大学担当者とで調整します。 

 

・協会側打ち合わせ 

・分科会開催（協会側のみ） 

・当該大学院関係者との面談 

・施設・設備の視察 

・授業参観 

・学生へのインタビュー 

・資料の閲覧 

 

(5) その他の留意点 

  協会側出席者の大学までのアクセスは、交通手段・ホテルの手配・予約

を含め、出席者各人で行うことを原則としており、視察にかかる旅費は本

協会が負担します。ただし、事前に本協会事務局から、大学までの 短ア

クセスや現地での宿泊に適したホテルなどの確認をする場合があります。 

 

６ 認証評価結果（委員会案）への意見申立、評価結果の確定 

 実地視察終了後、評価者は「分科会報告書」を完成させます。その後、各

分科会の上部組織である経営系専門職大学院認証評価委員会が、「分科会報

告書」をもとに「認証評価結果（委員会案）」を作成し、12 月下旬までに申

請大学宛に送付します。同案に対して、申請大学は１月中旬に設定される期

日までに、文書により意見を申し立てることができます（「認証評価結果（委

員会案）に対する意見」（資料 14））。 

意見申立の文書は、経営系専門職大学院認証評価委員会委員長宛に公文書

で送付してください。 

本協会では、申請大学からの意見申立を受け、１月下旬～２月上旬にかけ

て経営系専門職大学院認証評価委員会を開催します。同委員会で、意見採否

の検討が行われ、「認証評価結果（ 終案）」が作成されます。まとめられた

「認証評価結果（ 終案）」は、評議員会の賛成を得て、理事会で承認されて

「認証評価結果」として確定します。 

確定した「認証評価結果」は速やかに申請大学に送付し、同時に本協会か

ら社会に公表するとともに、文部科学大臣に対して文書で報告します。 
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７ 異議申立 

異議申立は、経営系専門職大学院基準に適合していない旨の決定がなされ

た場合に限り行うことができます。 

異議申立を行う場合、申請大学は「認証評価結果」を受領した日から２週

間以内に、本協会会長宛に「異議申立趣意書」（資料 15）、「評価結果に対す

る異議申立理由」（資料 16）の様式を利用して作成し、送付してください。 

異議申立については、異議申立審査会において審査を行い、結果報告書を

まとめます。その結果報告書をもとに、理事会において再度認証評価結果の

審議を行います。その後、理事会の承認を得た認証評価結果を当該大学に送

付します。本認証評価結果に対して、再度異議申立を行うことはできません。 

 

８ 認証評価終了後（改善報告書の提出） 

本協会では、経営系専門職大学院の改善・向上を継続的に支援する目的か

ら、認証評価結果において問題点や勧告として指摘された事項について、原

則として２年後に、改善状況の報告をまとめた「改善報告書」（資料 17）の

提出を求めています。 

「改善報告書」には、勧告・問題点の全文、当時の状況の簡単な説明文、

その後の対応と改善状況について記述してください。なお、勧告の指摘が付

された事項については改善義務がありますが、問題点の指摘が付された事項

について改善を行うか否かは各大学の判断に委ねられています。 

大学から提出された「改善報告書」については、経営系専門職大学院認証

評価委員会において、その改善状況を確認し、結果をまとめます。その結果

について理事会の承認を経て、大学に通知します。 

また、専門職大学院の認証評価は、５年以内ごとに受けるものであること

から、当該大学院の改善が不十分な場合であっても、次回の認証評価申請ま

でに再度「改善報告書」としての報告を求めることはありません。 

 

 

－18－ 



調書等の事前チェック・返送

　　　　　　　　調書（草案）の事前提出
　　　　　　　　　　　　　(12月下旬指定期日まで）
　　　　　　　 ・「点検・評価報告書」
 　　　　　 　 ・「基礎データ」
           　   ・「提出資料一覧」

認証評価結果に対する
異議申し立て

分科会、実地視察の開催 実地視察への対応

認証評価結果（委員会案）に対する
意見申し立て

委員会の開催（本協会）

委員会の開催
（認証評価結果（委員会案）の確定・送付）

意見申立

認証評価結果（委員会案）の確認

申請
年度

書面評価

異議申立委員会の開催
（異議申立の検討、審査結果報告書の決定）

分科会報告書（案）の送付
　　　・質問事項への回答
　　　・分科会報告書（案）に対する見解　提出

分科会、実地視察

                       委員会の開催
(意見申立の検討、認証評価結果（最終案）の確定)

理事会・評議員会の開催（本協会）

９月
下旬～
11月
上旬

４月

              　　 認証評価資料の提出
              　　  ・調書
              　　  ・添付資料

評価手数料の請求 評価手数料の納入

認証評価資料の確認、評価委員へ発送

３月
下旬

12月

１～２月

理事会・評議員会の開催
（認証評価結果（最終案）の検討、承認）

認証評価結果の送付

異議申立

認証評価結果の受理
２月

認証評価の申請

認証評価受理通知の発送

８～９月

認証評価申請書類の提出（12月指定期日まで）
・「認証評価申請書」等

評価資料の提出
認証評価手数料の納入

実務説明会への参加実務説明会の開催

12～２月
中旬

経営系専門職大学院認証評価　年間スケジュール＜申請大学＞

申請
前年度

≪大学基準協会≫ ≪申請大学≫

事前準備
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凡 例 

 

本基準において、関連法令等を以下のように略した。 

「 専 門 職 」 ：専門職大学院設置基準（平成 15年文部科学省令第 16号） 

「告示第 53 号」：専門職大学院に関し必要な事項について定める件（平成 15 年文部科

学省告示第 53 号） 
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経営系専門職大学院基準について 

 
(1) 経営系専門職大学院基準は、大学基準協会が経営系専門職大学院の認証評価機関とし

て経営系専門職大学院の認証評価を行うために設定されたものである。 

  本基準が対象とする経営系専門職大学院とは、以下の要件を備えた大学院をいう。 

   ① 授与する学位名称が、経営(学)修士（専門職）、経営管理(学)修士（専門職）、

国際経営(学)修士（専門職）、会計（学）修士（専門職）、ファイナンス修士（専

門職）、技術経営(学)修士（専門職）またはこれらに相当する名称のものであるこ

と。 

   ② 企業やその他の組織のマネジメントに必要な専門的知識を身につけるとともに、

高い倫理観と国際的な視野をもった人材の養成を掲げていること。  

   ③ 人材養成の目的を達成するために必要な力量として、専門的知識に加え、例え

ば、先見性、分析的思考能力、戦略的思考能力、先端技術活用能力、情報技術活

用能力、多文化理解力、コミュニケーション能力等を明示していること。 

 

(2) 大学基準協会は、大学が適切な水準の維持・向上を図るための指針として、同時に大

学基準協会が行う大学評価の基準として「大学基準」をはじめ諸基準の設定・改定を行

ってきた。 

   経営系専門職大学院基準は、大学基準を頂点とする大学基準協会諸基準の中に位置づ

けられるものである。 

 

(3) 経営系専門職大学院基準は、専門職大学院設置基準等が求めている専門職大学院とし

ての必須条件にとどまらず、経営系専門職大学院の多様性、独自性を尊重し、経営系専

門職大学院のより一層の充実・発展に資するための基準として策定したものである。 

大学基準協会は、本基準によって経営系専門職大学院の認証評価を行う。また、認証

評価にあたっては、本基準に適合しているか否かの認定を行う。 

 

(4) 経営系専門職大学院基準は、以下の９の大項目で構成されている。 

 

 

 

 

 

 

１ 使命・目的および教育目標 

２ 教育の内容・方法・成果 

３ 教員組織 

４ 学生の受け入れ 

５ 学生生活 

６ 教育研究環境の整備 

７ 管理運営 

８ 点検・評価 

９ 情報公開・説明責任 

 
1 

－27－ 



 

 

 

(5) 基準の各大項目は、「本文」と「評価の視点」で構成されている。 

「本文」は、専門職学位課程制度の趣旨を考慮した上で、それぞれの経営系専門職大

学院が自ら掲げる使命・目的を実現し、教育目標を達成するために各大項目において最

も基本的な事項について大綱的に定めたものである。 

「評価の視点」は、二つの機能を有する。第一に、評価を受ける経営系専門職大学院

にとっては、自己点検・評価の円滑な実施と経営系専門職大学院における教育研究活動

の改善に資するためのものとして、第二に、評価者である大学基準協会にとっては、文

字通り評価を行う際の視点としての役割を果たすものである。 

「評価の視点」は、以下の２段階に分かれている。 

 

 

 

 

 

ここでは、それぞれの経営系専門職大学院が経営系専門職大学院の制度目的ならび

に各経営系専門職大学院固有の使命・目的および教育目標（以下、使命・目的・教育

目標という）の実現のために、カリキュラム編成および授業科目の開設状況、入学定

員に対する入学者数、専任教員数および専任教員１人当りの学生数、施設・設備の充

実度など、学生の学習環境や教員の教育研究条件等について、どのように整備し、ど

のような教育を提供しているかについて評価が行われる。 

 

【レベルⅠ】にかかわる事項のうち、 

・ ◎は法令等の遵守に関する事項である。「評価の視点」の後に（ ）で根拠

となる専門職大学院関連法令等と該当条文を示した。 

なお、根拠法令が示されていない「評価の視点」もあるが、これらは①学

校教育法、大学設置基準、大学院設置基準等の、高等教育に関する一般的な

法令に根拠を求めることができる事項、②法令に根拠を求めることはできな

いものの、設置認可の際に経営系専門職大学院に対して遵守することが求め

られている事項である。 

◎を付した「評価の視点」については、法令遵守状況に重大な問題がある場

合は、認定しない。ただし、状況によっては勧告(※)を付すにとどめる場合が

ある。 

また法令遵守状況に軽微な問題がある場合についても勧告を付す。 

 

 

・ ○は大学基準協会が法令に準じて経営系専門職大学院に求める基本的事項

である。この事項に問題がある場合は、勧告を付す。また、重大な問題があ

【レベルⅠ】 

経営系専門職大学院に必要とされる最も基本的な事項 
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る場合や、多くの点で問題がある場合は、認定しない。 

 

・ なお、◎、○のいずれにおいても、勧告とはいえないが、経営系専門職大

学院の一層の改善を促すために、以下のレベルⅡと同様に問題点の指摘を行

う場合がある。 

 

 

 

 

 

 

経営系専門職大学院は、その使命・目的の実現と教育目標の達成のために払って

いる努力とその効果について、点検・評価の結果を明らかにすることが必要である。 

加えて、使命・目的の実現と教育目標の達成のために、経営系専門職大学院が行

っている固有の特色ある取組みについても積極的な点検・評価を行うことが求めら

れる。 

ここでは、レベルⅠの視点に加えて、経営系専門職大学院の使命・目的・教育目

標の達成に向けた努力とその成果を検証する視点からの評価が行われる。すなわち、

使命・目的・教育目標の実現に向けてどれだけ有効な活動を行っているかに焦点を

あてた評価（学生に対する履修指導、学生の学修の活性化への取組み、教員の教育

指導方法の改善のための仕組みなど）や、教育上の成果から経営系専門職大学院の

使命・目的・教育目標の達成に向けた努力とその成果を検証する視点からの評価（各

授業科目の単位取得・修了の状況、大学院修了後の進路の状況、教育効果の測定な

ど）がこれにあたる。 

 

【レベルⅡ】にかかわる事項のうち、使命・目的の実現と教育目標の達成に向けた

努力の状況およびその成果ならびに特色ある取組みについて、 

・ 不十分である 

・ 制度化とその制度の運用が不十分である 

場合は、「問題点」 (※)を付す。 

また、 

・ 努力の成果が十分上がっている 

・ 制度が整い、十分機能している 

場合は、「長所」 (※)を付す。 

【レベルⅡ】 

経営系専門職大学院が行う教育研究の質を今後も継続的に維持・向上させてい

くために点検・評価することが高度に望まれる事項 
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◆レベルⅠとⅡを簡単に表にまとめると以下のようになる。 

 

評価の視点

のレベル 

評価の視点にかかわる事項 評価 

レベルⅠ◎ 法令等の遵守に関する事項 認定の可否、勧告、問題点 

レベルⅠ○ 大学基準協会が法令に準じて経営系専門職

大学院に求める基本的事項 

勧告、問題点 

（ただし、重大な問題がある

場合は認定の可否） 

レベルⅡ○ 経営系専門職大学院が行う教育研究の質を

今後も継続的に維持・向上させていくために

点検・評価することが高度に望まれる事項 

問題点、長所 

 

（※）経営系専門職大学院の認証評価の結果は、①認定の可否、②長所、③問題点、

④勧告等で構成される。 

     このうち、「勧告」は、経営系専門職大学院に対して、改善計画を立て、速やか

にその具体的な措置を講じることを求める事項について付されるものであり、２

年後に提出を求める改善報告書では改善状況を必ず報告することが義務づけられ

る。 

     これに対して、｢問題点｣は、経営系専門職大学院の改善を一層促進させること

を目的に付されるものであり、必ずしも改善義務を課すものではないが、２年後

に提出を求める改善報告書ではその対応状況について必ず言及されなければなら

ない。 
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平成19年 9月11日決定
平成19年11月16日改定
平成20年１月18日改定

Ⅰ Ⅱ

○

1-5
使命・目的および教育目標は現在および想定される将来
の経営の人材ニーズに適合しているか。

○

1-8

1-7
使命・目的を実現するための中長期のビジョンあるいは
戦略およびアクションプランがあるか。

使命・目的
および教育
目標の周知

◎
使命・目的および教育目標は、ホームページや大学案内
等を通じ、社会一般に広く明らかにされているか。

レベル

◎

◎

○

○

使命・目的および教育目標の中に、養成すべき人材像が
適切に表現されているか。

１　使命・目的および教育目標

1-1

1-2

　経営系専門職学位課程は、経営系の分野において、経営のプロフェッショナルとし
て、国内外において活躍できる高度専門職業人の養成に特化した大学院における教育
課程であり、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識および卓越した能
力を培うことを設置目的としている。
　各大学は、経営系専門職大学院の使命・目的および教育目標を明確に定め、それを
学内外に広く明らかにするとともに、教育目標の達成度や社会的要請の変化等を視野
に入れながら、絶えず教育目標や教育内容・方法等の適切性についての検証を行い、
使命・目的の実現に向けて改善・改革に努めることが必要である。
　使命とは、経営系専門職学位課程に期待される社会的任務であり、当該経営系専門
職大学院が、自らが依って立つ大学の理念に照らし合わせながら、高等教育機関とし
て社会に対して果たすべき役割である。目的とは、経営系専門職大学院が掲げる基本
となる教育方針や養成すべき人材像など当該経営系専門職大学院の構成員が一丸と
なって実現を目指すべき方向である。また、教育目標とは、目的の実現のために設定
される具体的な到達課題であり、適切な方法によってその達成度の評価が可能なもの
である。

経営系専門職大学院の使命・目的および教育目標が明確
に設定されているか。

使命・目的および教育目標は、専門職学位課程制度の目
的に適ったものであるか。（「専門職」第２条）

項目

使命・目的
および教育
目標の適切
性

評価の視点

経営系専門職大学院基準

1-3

1-4

1-9

使命・目的および教育目標の中に、職業的倫理の涵養が
適切に盛り込まれているか。

使命・目的および教育目標は、教職員、学生等の学内の
構成員に周知されているか。

○

○1-6
使命・目的および教育目標の中に、経営のプロフェッ
ショナルとして、国内外において活躍できる高度専門職
業人の養成が、明確な形で謳われているか。
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1-12

○

使命・目的および教育目標を教職員、学生等に理解さ
せ、社会一般に周知させるため、特別な努力と工夫がな
されているか。

教育目標の達成状況等を踏まえて、教育目標の検証が適
切に行われているか。

検証結果を改革・改善に繋げる仕組みが十分整備されて
いるか。

1-10

使命・目的
および教育
目標の検証
と改善

○

○

1-11

6

－32－ 



Ⅰ Ⅱ

2-4

課程の修了
等

2-6

◎

課程の修了認定に必要な在学期間および修得単位数が、
法令上の規定や当該経営系専門職大学院の目的に対して
適切に設定されているか。また、それらが学生の履修の
負担が過重にならないように配慮して設定されている
か。（「専門職」第２条、第３条、第15条）

◎

◎

在学期間の短縮を行っている場合、法令上の規定に沿っ
て設定されているか。（「専門職」第16条）
また、その場合、経営系専門職大学院の目的に照らして
十分な成果が得られるよう配慮がなされているか。

○

◎

授与する学位の水準は、経営系分野の特性を踏まえ、か
つ、ビジネス界等の期待に応える水準が維持されている
か。

学位授与に関わる基準および審査手続等は明文化され、
学生に周知されているか。

2-3

学位の名称
と授与基準

2-2

２　教育の内容・方法・成果

　学位授与は、専門職学位課程の重要な責務の一つである。学位授与にあたっては、
経営系分野の特性や教育内容に合致する適切な経営系分野の名称を付記するととも
に、ビジネス界等の期待に応える水準の維持に努めなければならない。
　課程の修了認定や在学期間の短縮にあたっては、経営系分野の特性やビジネス界等
の期待を踏まえて、その基準および方法を適切に設定しなければならない。また、そ
の認定にあたっては、公正性および厳格性を確保するため、学生に対してあらかじめ
明示した基準および方法に基づきこれを行う必要がある。
　経営系専門職学位課程にあっては、その教育課程は、「高度の専門性が求められる
職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培う」という専門職学位課程制度の目
的および当該経営系専門職大学院固有の使命ならびに教育目標に即して、適切に編成
されなければならない。
　教育課程の編成にあたっては、関連法令等を遵守するとともに、経営系分野の特性
やビジネス界等の期待に応えるのにふさわしい内容の授業科目を体系的に配置する必
要がある。また、高度専門職業人としての職業倫理ならびに基礎的技能等の涵養を図
り、理論と実務を架橋する実践的な授業科目を配置することが不可欠である。さら
に、専門職学位の水準を維持するとともに学生の履修に応じ、教育課程が適切に管理
されていなければならない。

2-1 ◎

(1) 教育課程等

授与する学位の名称は、経営系分野の特性や教育内容に
合致する適切な名称が付されているか。

項目 評価の視点
レベル

2-5
課程の修了認定の基準および方法は当該経営系専門職大
学院の目的に応じて策定され、学生に周知されている
か。（「専門職」第10条）
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2-11

2-10

2-9

2-8

○

課程の修了認定や在学期間の短縮の基準および方法につ
いて、その適切性を検証する仕組みが設定されている
か。

専門職学位課程制度の目的ならびに当該経営系専門職大
学院固有の目的を達成するためにふさわしい授業科目が
開設されているか。(「専門職」第６条)

2-16

教育課程の
編成

2-14

経営系分野の特性に応じた基本的な科目、広い視野や周
辺領域の知識を涵養する科目、基礎知識を展開発展させ
る科目、先端知識を学ぶ科目等が適切に配置され、か
つ、体系的に教育課程が編成されているか。

経営系専門職大学院の使命・目的および教育目標に応じ
て、それぞれの分野の教育課程が次に掲げるような事項
を踏まえた内容になっているか。
【ビジネス・技術経営分野】
例えば、経営戦略、組織行動、ファイナンス、会計、
マーケティング、技術・生産管理、情報マネジメント等
に関する内容を扱う科目が適切に教育課程に盛り込まれ
ているか。
【会計分野】
例えば、財務会計、管理会計、監査等に関する内容を扱
う科目が適切に教育課程に盛り込まれているか。

教育課程が、経営の実務に必要な専門的な知識、思考
力、分析力、表現力等を修得させるとともに高い倫理観
および国際的視野を持つプロフェッショナルな人材を養
成する観点から適切に編成されているか。

各年次にわたって授業科目をバランスよく履修させるた
め、学生が１年間または１学期間に履修登録できる単位
数の上限が設定されているか。(「専門職」第12条)

◎

○

○

○

○

授業科目の特徴、内容、履修形態、その履修のために要
する学生の学習時間（教室外の準備学習・復習を含む）
等を考慮して、適切な単位が設定されているか。

教育課程の編成においては、学生による履修が系統的・
段階的に行えるよう適切に配置されているか。

2-15

2-12

2-13
学生の多様なニーズ、学術の発展動向、社会からの要請
等に対応した教育課程の編成に配慮しているか。

2-7

在学期間の短縮の基準および方法が、学生に対して学則
等を通じてあらかじめ明示されているか。また、明示さ
れた基準および方法に基づいて公正かつ厳格に行われて
いるか。

◎

系統的・段
階的履修

○

○

○
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理論教育と
実務教育の
架橋

教育研究の
国際化

2-17

○

○

○

2-19

2-20 ○

2-22
海外の大学との連携等、国際化に関する取組みの実績は
あるか。また、今後の具体的な取組みの計画は定められ
ているか。

2-21

多様な入学者に対応した導入教育が実施されているか。

教育研究の国際化について、当該経営系専門職大学院内
で方向性が明らかにされているか。また、海外の大学と
の連携等、国際化を進めるための具体的なプログラムは
定められているか。

教職員･学
生等からの
意見の反映

2-23

教育課程の編成や教育水準の設定のプロセスにおいて、
教職員や学生のみならず、ビジネス界その他の外部の意
見・要望が適切に反映されているか。意見反映のための
手続は明文化されているか。

理論教育と実務教育の架橋を図るために、カリキュラム
編成、授業の内容、履修方法等について工夫がなされて
いるか。

○

基礎学力の低い学生に対応した補習教育等の措置がとら
れているか。

導入教育と
補習教育

2-18 職業倫理を養う授業科目が開設されているか。 ○

○

2-25
取組みの成果について検証する仕組みが整備されている
か。また、検証結果を取組みのさらなる改善に結びつけ
る仕組みが整備されているか。

○

特色ある取
組み

2-24

教育内容について特色ある取組みを行っている場合は、
その取組みの趣旨・内容は、当該経営系専門職大学院固
有の使命・目的および教育目標の達成にとって有効なも
のとなっているか。

○

9
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Ⅰ Ⅱ

授業の方法
等

2-28
多様なメディアを利用して遠隔授業を行う場合は、その
教育効果が十分に期待できる専攻分野および授業科目を
その対象としているか。（「専門職」第8条第2項）

◎

(2) 教育方法等

項目 評価の視点
レベル

　経営系専門職学位課程が十分な教育効果を上げるために、経営系分野の特性に応じ
た適切な教育方法を導入すること、とりわけ、当該職業分野の期待に応えるため理論
と実務の架橋を図る教育方法を導入し、これを効果的に実施する体制を整備すること
が肝要である。
　経営系専門職学位課程は、事例研究、現地調査または質疑応答や討論による双方
向・多方向の授業等、個々の授業の履修形態に応じて最も効果的な授業方法を採用し
なければならない。
　学生に対しては、授業の内容・方法、履修要件等を、シラバス等を通じてあらかじ
め明示しなければならない。
　成績評価ならびに単位認定にあたっては、経営系専門職学位課程の目的を踏まえ、
評価の公正性および厳格性を担保できる適切な仕組みを導入しなければならない。ま
た、それらの基準および方法を適切に設定するとともに､シラバス等を通じてあらか
じめ明示し､明示した基準および方法に基づいて行う必要がある。
　経営系専門職大学院の教育目標を達成するためには、入学前における学生の経験や
修得知識の多様性を踏まえた履修指導体制を整備するとともに、学生の学修意欲を一
層促進する適切な履修指導を行う必要がある。
　経営系専門職大学院は、その授業内容および方法を自ら不断に検証するとともに、
それらの結果を有効に活用し当該経営系専門職大学院の教育の改善を図ることが重要
である。

2-26

実践教育を充実させるため、講義、討論、演習、グルー
プ学習、ケーススタディ、ゲーム、シミュレーション、
フィールド･スタディ、インターンシップ等、適切な教
育手法や授業形態が採用されているか。（「専門職」第
8条第1項）

2-29
通信教育によって授業を行う場合は、その教育効果が十
分に期待できる専攻分野および授業科目をその対象とし
ているか。（「専門職」第9条）

2-27
実践教育に関する授業の水準を適切に把握し、向上させ
ていくための取組みが行われているか。

2-31

2-30

授業のクラスサイズは、授業の内容、授業の方法および
施設・設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効
果を十分に上げられる適切な人数となっているか。
（「専門職」第7条）

◎

個別的指導が必要な授業科目については、それに相応し
い学生数が設定されているか。

○

○

◎

◎

10
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授業計画、
シラバスお
よび履修登
録

履修指導等

単位認定・
成績評価

他の大学院
における授
業科目の履
修等

2-35

経営系専門職大学院の目的に応じた成績評価、単位認定
の基準および方法が策定され、学生に対してシラバス等
を通じてあらかじめ明示されているか。（「専門職」第
10条第2項）

2-36
明示された基準および方法に基づいて成績評価、単位認
定が統一的な方法で公正かつ厳格に行われているか。
（「専門職」第10条第2項）

○

◎

◎

学修の成果に対する評価、単位認定において、評価の公
正性および厳格性を担保するために、成績評価に関する
学生からのクレームに対応するなど、適切な仕組みが導
入されているか。

○

学生が他の大学院において履修した授業科目について修
得した単位や当該経営系専門職大学院に入学前に修得し
た単位を、当該経営系専門職大学院で修得した単位とし
て認定する場合、教育上有益と認められ、かつ、その認
定が法令上の基準の下に、当該経営系専門職大学院の教
育水準および教育課程としての一体性を損なわないよう
十分に留意した方法で行われているか。（「専門職」第
13条、第14条）

入学前における学生の多様なバックグランドや職業観に
配慮するなど、個々の学生のキャリアに応じた履修指導
が行われているか。

2-37

2-38

2-41

2-40

2-39

入学時のオリエンテーションやオフィス・アワーを設定
するなど、教員による履修指導や学習相談体制が整備さ
れ、学生への学習支援が組織的、効果的に行われている
か。

試験やレポート評価の結果について適切なフィードバッ
クが組織的に行われているか。

2-33
授業時間帯や時間割等は学生の履修に配慮して作成され
ているか。

2-32

授業はシラバスに従って適切に実施されているか。2-34

教育課程の編成の趣旨に沿って、毎回の授業の具体的な
内容･方法、使用教材、履修要件および一年間の授業日
程等が明示されたシラバスが作成されているか。（「専
門職」第10条第1項）

○

○

◎

○

○

◎
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改善のため
の組織的な
研修等

履修指導等

2-44

2-42

ＦＤ活動に学生や教職員の意見・要望が反映されている
か。

通信教育や多様なメディアを通じた教育を行う場合に
は、そのための学習支援、教育相談が適切に行われてい
るか。

インターンシップ等を実施する場合、守秘義務に関する
仕組みが規程等で明文化され、かつ、適切な指導が行わ
れているか。

○

経営系専門職大学院の授業の内容および方法の改善と教
員の資質向上を図るために、組織的な研修および研究を
継続的かつ効果的に行う体制（ＦＤ体制）が整備され、
かつ、適切に実施されているか。（「専門職」第11条）

学生による授業評価が組織的に実施され、その結果が公
表されているか。また、授業評価の結果を教育の改善に
つなげる仕組みが整備されているか。さらに、こうした
仕組みが教育の改善に有効に機能しているか。

2-43
アカデミック・アドバイザーやティーチング・アシスタ
ント等による学習相談体制が整備され、学生への学習支
援が適切に行われているか。

2-49

2-46

2-47

2-45

2-48

○

○

○

◎

学生の修学等の状況や各教員の授業内容、指導方法、さ
らには教育研究の質向上のための自主的取組みの実施状
況、成果、問題点等が大学院内、学内、関係者間で適切
に情報共有され、それが更なる改善に結びついている
か。

ＦＤ活動や自己点検・評価等が、個々の教員の教育内
容、授業運営方法、教材等に反映されるなど教育内容・
方法の改善に有効に機能しているか。また、反映の状況
を把握する措置がとられているか。

○

○

○

2-51
取組みの成果について検証する仕組みが整備されている
か。また、検証結果を取組みのさらなる改善に結びつけ
る仕組みが整備されているか。

○

特色ある取
組み

2-50

教育方法について特色ある取組みを行っている場合は、
その取組みの趣旨・内容は、当該経営系専門職大学院固
有の使命・目的および教育目標の達成にとって有効なも
のとなっているか。

○

12
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Ⅰ Ⅱ

学位の授与状況等を調査・検討する体制は整備されてい
るか。また、その調査・検討結果の学内や社会への公表
が定期的かつ継続的に実施されているか。

○

(3) 成果等

収容定員や在籍学生数に応じて、学位授与が適切に行わ
れているか。

2-53

学位授与数

　経営系専門職学位課程は、専門職学位課程制度の目的および当該経営系専門職大学
院固有の使命・目的および教育目標に沿って教育研究活動を展開し、着実に教育成果
を上げることが期待されている。
　また、学位の授与状況、修了者の進路状況、進路先等における修了者の評価ならび
に活躍状況等を把握する体制を整備し、当該経営系専門職大学院の使命・目的および
教育目標に即した教育効果について評価することが不可欠であり、その評価結果を当
該経営系専門職大学院の教育の質の改善に繋げる努力が必要である。
　その他、教育の内容・方法・成果等に関して不断に検証することが望まれる。

項目 評価の視点

教育効果の
測定

○

2-59

2-58

○

使命・目的および教育目標に即した教育効果について評
価する仕組みが整備されているか。

教育効果の評価結果を組織的に教育内容・方法の改善に
つなげる仕組みが整備されているか。

教育効果を評価する指標や基準の開発に取り組んでいる
か。

○

修了生の進
路および活
躍状況の把
握

2-56

2-55
修了者の進路先等における評価や活躍状況の把握を行う
体制が整備されているか。また、その学内や社会への公
表が、定期的かつ継続的に実施されているか。

○2-54
修了者の進路を把握する体制が整備されているか。ま
た、その学内や社会への公表が、定期的かつ継続的に実
施されているか。

レベル

○2-52

2-57
使命・目的および教育目標に即した修了者を輩出してい
るか。

○

○
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Ⅰ Ⅱ

○

経営系分野の特性に応じた基本的な科目、実務の基礎・
技能を学ぶ科目、広い視野や周辺領域の知識を涵養する
科目、基礎知識を展開発展させる科目、先端知識を学ぶ
科目について専任教員が適切に配置されているか。

3-8

3-7

専任教員と
しての能力

3-5

実務家教員

専任教員の
分野構成、
科目配置

3-6

専任教員のうち実務家教員数は、当該分野で必要とされ
る一定の割合が確保されているか。（「告示第53号」第
２条）

実務家教員は、５年以上の実務経験を有し、かつ高度の
実務能力を有する教員で構成されているか。（「告示第
53号」第２条）

経営系専門職大学院において教育上主要と認められる授
業科目については、原則として、専任の教授または准教
授が配置されているか。

3-4

教員は、以下のいずれかに該当し、かつ、その担当する
専門分野に関し高度の指導能力を備えているか。
　１　専攻分野について、教育上または研究上の業績を
　　　有する者
　２　専攻分野について、高度の技術・技能を有する者
　３　専攻分野について、特に優れた知識および経験を
　　　有する者
（「専門職」第５条）

法令上必要とされる専任教員数の半数以上は原則として
教授で構成されているか。（「告示第53号」第１条第３
項）

専任教員は、１専攻に限り専任教員として取り扱われて
いるか。（「告示第53号」第１条第２項。なお、平成25
年度まで､専門職大学院設置基準附則２が適用される｡）

3-2

◎

◎

レベル

◎3-3

◎
専任教員数に関して、法令上の基準を遵守しているか。
（「告示第53号」第１条第１項）

3-1

◎

３　教員組織

　経営系専門職大学院は、専門職学位課程制度の目的に即し、かつ、当該経営系専門
職大学院の使命・目的および教育目標を達成することができるよう、適切な教員組織
を設けるとともに、これにふさわしい教員を配置することが必要である。また、経営
系専門職大学院は、将来にわたり教育研究活動を維持するに十分な教育研究能力や専
門的知識・経験を備えた教員を任用するために、透明性のある手続を定め、その公正
な運用に努めることが必要である。
　また、経営系専門職大学院は、教員組織が有効に機能しているか否かについて不断
に検証し、その改善・向上に務めることが重要である。

項目 評価の視点

専任教員数

○

◎

14
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専任教員は、職業経歴、国際経験、年齢や性別のバラン
ス等を考慮して適切に構成されているか。

○

3-10

3-9

教員の募集・任免・昇格は、その規程に則って、教授会
等の経営系専門職大学院固有の教員組織の責任において
適切に行われているか。

専任教員の後継者の養成または補充について適切に配慮
しているか。

教授、准教授、客員教授、任期つき教授、講師、助教等
の教員組織編制のための基本的方針を有しており、それ
に基づいた教員組織編制がなされているか。

任期制の適用や特定分野について高度の知見を有する内
外の専門家の処遇など、教育研究の必要性に応じた配慮
が可能な制度となっているか。

教員の募集・任免・昇格について、適切な内容の基準、
手続に関する規程が定められ、運用されているか。特
に、教育上の指導能力の評価が行われているか。

3-11

教育研究活
動等の評価

3-13

3-14

教員の募
集・任免・
昇格

教員の教育
研究条件

3-18

3-12

3-15

3-17

3-16

○

○

○

○

○

○

経営分野において実践性を重視する科目に実務家教員が
配置されているか。

○

○

3-22
専任教員の経営系専門職大学院の運営への貢献につい
て、適切に評価する仕組みが整備されているか。

○

専任教員の教育活動について、適切に評価する仕組みが
整備されているか。

○

○

3-21
専任教員の研究活動について、適切に評価する仕組みが
整備されているか。

専任教員に対する個人研究費が適切に配分されている
か。

○

専任教員の授業担当時間は、教育の準備および研究に配
慮したものとなっているか。

3-20

3-19
研究専念期間制度（サバティカル・リーブ）等、教員の
研究活動に必要な機会が保証されているか。

教員の構成

教育上主要と認められる授業科目を兼担・兼任教員が担
当する場合、その教員配置は、適切な基準および手続に
よって行われているか。

○

15
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Ⅰ Ⅱ

○

身体に障がいのある者が入学試験を受験するための仕組
みや体制等が整備されているか。

経営系専門職大学院の教育にふさわしい環境を継続的に
確保するために、入学定員に対する入学者数および学生
収容定員に対する在籍学生数は適正に管理されている
か。

実入学者数が、入学定員を大幅に超える、または大幅に
下回る状況になっている場合、これを改善するための取
組みが行われるなど、入学定員と実入学者数との関係の
適正化が図られているか。

○

○

学生の受け入れ方針・選抜基準・選抜方法等の学生受け
入れのあり方について、継続的に検証する組織体制・仕
組みが確立されているか。

○

4-4
入学希望者に対して、説明会や開放講座等を実施してい
るか。

複数の入学者選抜方法を採用している場合、各々の選抜
方法の位置づけおよび関係は適切であるか。

入学者選抜
方法の検証

4-10

身体に障が
いのある者
への配慮

4-7

定員管理

4-8

4-9

実施体制 ○

多様な入学
者選抜

○

4-6

4-5

4-3

入学者受け入れ方針に沿った学生の受け入れ方法が採用
され、実際の入学者選抜が、責任ある実施体制の下で、
適切かつ公正に実施されているか。

学生の受け
入れ方針等

4-2

○

○

専門職学位課程制度の目的に合致し、かつ、当該経営系
専門職大学院の使命・目的および教育目標に即した学生
の受け入れ方針、選抜方法および選抜手続が設定され、
それが事前に入学志願者をはじめ広く社会に公表されて
いるか。

４　学生の受け入れ

　経営系専門職学位課程は、当該課程において将来専門職として活躍できる職能を育
むに足る資質を有し、当該経営系専門職大学院が提供する様々な教育諸活動を享受し
うる基礎的能力を持った学生を入学させることが必要である。そのためには、学生の
十全な学習を可能にする適切な学生募集、受け入れ方針および選抜手続を整備すると
ともに、これに基づき適切かつ公正に学生を受け入れなければならない。

項目 評価の視点
レベル

4-1

○

○

学生募集方法および入学者選抜方法は、当該経営系専門
職大学院の入学資格を有するすべての志願者に対して、
入学者選抜を受ける公正な機会を等しく確保したものと
なっているか。

入学者選抜にあたっては、受け入れ方針・選抜基準・選
抜方法に適った学生を的確かつ客観的な評価によって受
け入れているか。

16
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○

身体に障がいのある者を受け入れるための適切な支援体
制が整備されているか。

○

○

学生の課程修了後を見越したキャリア教育開発とともに
適切な助言・指導の体制が整備されているか。

学生生活に関する支援・指導体制を継続的に検証する仕
組みが確立されているか。また、その向上に向けて必要
な改善が行われているか。

学生の進路選択に関わる相談・支援体制が適切に整備さ
れているか。

留学生、社会人学生等を受け入れるための適切な支援体
制が整備されているか。

○

○

5-9
支援・指導
体制の改善

５　学生生活

学生の心身
の健康の保
持

5-2
学生の心身の健康を保持・増進するための適切な相談・
支援体制が整備されているか。

　経営系専門職学位課程は、在学中の学生生活に関する相談・支援体制ならびに修了
後の進路に関する助言・指導体制を適切に整備するとともに、こうした体制について
学生に十分周知させる必要がある。
　また、学生生活に関する支援・指導体制を改善し、より優れた専門的職能教育を
個々の学生が享受できるようにするために、教育システム改善のための授業評価、
種々のアンケート調査等を通じて学生の声が反映できる仕組みを整備することが望ま
しい。

各種ハラス
メントへの
対応

各種ハラスメントに関する規定および相談体制が適切に
整備され、それが学生に周知されているか。

奨学金その他学生への経済的支援についての適切な相
談・支援体制が整備されているか。

○

進路につい
ての相談体
制

5-6

キャリア教
育の開発と
推進

学生への経
済的支援

5-3 ○

5-4

身体に障が
いのある者
への配慮

留学生、社
会人への配
慮

5-8

5-5

5-7

項目 評価の視点
レベル

○

支援・指導
体制の確立

5-1 学生生活に関する支援・指導体制が確立しているか。 ○
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Ⅰ Ⅱ

人的支援体
制の整備

施設・設備
の維持・充
実

研究室等の
整備

6-4

6-7

6-8
身体に障が
いのある者
への配慮

○

学生の学習および教員の教育研究のために必要な情報イ
ンフラストラクチャーおよびそれを支援する人的体制が
適切に整備されているか。

○

教育形態に
即した施
設・設備

学生用ス
ペース

6-3

情報関連設
備および人
的体制

６　教育研究環境の整備

6-1

　経営系専門職大学院は、専門職学位課程制度の目的に即し、かつ、当該経営系専門
職大学院の使命・目的および教育目標を達成することができるよう、適切に教育研究
環境の整備を図らねばならない。
　そのために経営系専門職大学院は、教員の学問的創造性を伸張し、十全な教育研究
活動をなし得るよう、その環境を整えるとともに、恒常的に教育方法を改善し向上さ
せることができるよう人的支援体制を整備することが必要である。
　また、経営系専門職大学院は、それぞれの使命・目的および教育目標を達成するこ
とができるよう、学生数・教員数等の組織規模に応じて、適切に施設・設備を整備す
るとともに、経営系専門職学位課程における教育研究活動に必要かつ十分な図書等の
資料を整備し、その有効な活用を図らねばならない。
　加えて当該経営系専門職大学院は、コンピュータ、ネットワークその他の情報関連
設備を含めて、教育形態に対応する施設・設備を整える必要がある。
　これらの施設・設備は、身体に障がいを持つ人に対しても配慮されていることが重
要である。

○

経営系専門職大学院の使命・目的および教育目標に沿っ
た優れた人材を育成するために、教務・技能・事務職員
等の教育研究に資する人的な補助体制が適切に整備され
ているか。

項目 評価の視点
レベル

○

◎

○

○

身体に障がいのある者のために適切な施設・設備が整備
されているか。

○

6-2
ティーチングアシスタント制度等、教育効果を上げるた
めの制度が十分に整備されているか。

施設・設備が適切に維持され、また教育研究内容、社会
状況等の変化に合わせて、施設・設備が整備されている
か。

講義室、演習室その他の施設・設備が、経営系専門職学
位課程の規模および教育形態に応じ、適切に整備されて
いるか。（「専門職」第17条）

学生が自由に学習できる自習室および学生相互の交流の
ためのラウンジ等の環境が十分に整備され、効果的に利
用されているか。

6-5

6-6

専任教員の個別研究室の整備等、十分な教育研究環境が
用意されているか。

18
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財政的基礎

教育研究環
境の改善

図書等の整
備

6-11

○

6-9 ○

○6-13

教育研究環境について、学生や教職員の意見要望を把握
し、施設の改善等に結び付けていくために、継続的に検
証する組織体制・システムが確立されているか。また、
教育研究環境の向上に向けて必要な改善が行われている
か。

○
経営系専門職大学院における教育活動等を適切に遂行で
きる財政的基礎を有しているか。

国内外の大学院・研究機関等との学術情報・資料の相互
利用のための条件整備を行っているか。

○

図書館の利用規程や開館時間は経営系専門職学位課程の
学生の学習および教員の教育研究に配慮したものとなっ
ているか。

図書館には経営系専門職学位課程の学生の学習および教
員の教育研究のために必要かつ十分な図書および電子媒
体を含む各種資料が計画的・体系的に整備されている
か。

6-12

6-10
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7-3

経営系専門職大学院の設置形態にかかわらず、当該専門
職大学院の教学およびその他の管理運営に関する重要事
項については教授会等の当該専門職大学院固有の専任教
員組織の決定が尊重されているか。

経営系専門職大学院固有の管理運営を行う専任教員組織
の長の任免等に関して適切な基準が設けられ、かつ、適
切に運用されているか。

○

経営系専門職大学院の管理運営に関する学内規程の内容
および形式に関する点検・評価は適切に行われている
か。

○

○

○

7-1
経営系専門職大学院を管理運営する固有の組織体制が整
備され、その活動のために適切な規程が制定されている
か。

◎

７　管理運営

　経営系専門職学位課程を設置している大学は、当該経営系専門職大学院を管理運営
する固有の組織体制を整備するとともに、専門職学位課程制度の目的に即し、かつ、
当該経営系専門職大学院の使命・目的および教育目標を達成することができるよう、
関連法令等に基づき学内規程を定めるとともに、これらを遵守するよう努めなければ
ならない。
　管理運営に関する体制・学内規程等の整備とその運用にあたっては、管理運営組織
の自律性・自主性、意思決定の適切性・効率性、学問研究の自律性等に十分に配慮し
なければならない。
　当該経営系専門職大学院の管理運営は、関係する学部・研究科や全学的諸機関との
適切な連携のもとに行われることが必要である。
　大学は、社会の状況を適切に反映させるよう、適宜、学内規程の内容を点検・評価
し、管理運営の改善に努めなければならない。
　大学は、教員組織の他、専門職学位課程制度の目的に即し、かつ、当該経営系専門
職大学院の使命・目的および教育目標を達成することができるよう、適切な事務組織
を当該経営系専門職大学院に設けるとともに、これを適切に運営し、また、その質を
維持し、改善するよう努めなければならない。

項目 評価の視点
レベル

法令等の遵
守

学内体制・
規程の整備

7-2 関連法令等および学内規程は適切に遵守されているか。

7-7

○

管理運営体
制

7-4

点検・評価
および改善

関係組織等
との連携

7-5
経営系専門職大学院と関係する学部・研究科等が設置さ
れている場合、それとの連携・役割分担は適切に行われ
ているか。

○

7-6
企業、地方自治体、その他外部機関との連携・協働を進
めるための協定、契約等の決定・承認や資金の授受・管
理等は適切に行われているか。
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○

事務組織の
設置

経営系専門職大学院を管理運営し、その使命・目的およ
び教育目標の達成を支援するために適切な規模と機能を
備えた事務組織を設置しているか。

7-8
点検・評価に基づき管理運営の改善の努力が適切に行わ
れているか。

事務組織の
運営

事務組織の
改善

7-9

7-10

7-11
事務組織の活動を向上せるために、組織的な研修システ
ムの導入等、必要な工夫・改善が行われているか。

○

○

○

事務組織は、関係諸組織と有機的連携を図りつつ、適切
に運営されているか。
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○

◎

◎

自己点検・評価および第三者評価等の結果を当該経営系
専門職大学院の教育研究活動の改善・向上に有効に結び
つけているか。

○
自己点検・評価および第三者評価等の結果を当該経営系
専門職大学院の教育研究活動の改善・向上に結びつける
ための仕組みを整備しているか。

8-3

8-4

改善・向上
のための仕
組みの整備

評価結果に
基づく改
善・向上

８　点検・評価

自己点検・評価のための仕組みおよび組織体制を整備
し、適切な評価項目および方法に基づいた自己点検・評
価を、組織的、継続的な取組みとして実施しているか。自己点検・

評価

自己点検・評価の結果を広く公表しているか。

　経営系専門職大学院の使命・目的および教育目標の実現に向けて、Plan-Do-Check-
Action (PDCA) 等の仕組みを整備し、その活動を不断に点検・評価し、改善・改革に
結びつける必要がある。
　また、経営系専門職大学院の自己点検・評価の結果は広く社会に公表しなければな
らない。

項目 評価の視点
レベル

8-1

8-2
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　経営系専門職大学院は、透明性の高い運営を行うとともに、自らの諸活動の状況を
社会に対して積極的に情報公開し、その説明責任を果たすことが必要である。

○

経営系専門職大学院の組織運営と諸活動の状況につい
て、社会が正しく理解できるよう、ホームページや大学
案内等を利用して適切に情報公開を行っているか。

学内外からの要請による情報公開のための規程および体
制は整備しているか。

項目 評価の視点
レベル

○

９　情報公開・説明責任

情報公開・
説明責任

9-1

9-2

9-3
現在実施している情報公開が、社会に対する説明責任の
役割を果たしているかどうかを検証する仕組みを整備し
ているか。

○
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…

…
…

…
…

…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

4

Ⅲ
　

学
生

の
受

け
入

れ

1
志
願
者
・
合
格
者
・
入
学
者
数
の
推

移
（

表
５

）
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

6
2

学
生
定
員
及
び
在
籍
学
生
数
（
表
６

）
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

7
3

中
途
退
学
者
数
（
表
７
）
…
…
…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

8

Ⅳ
　

施
設

・
設

備

1
教
員
研
究
室
（
表
８
）
…
…
…
…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

9
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Ⅰ
　
教
育
の
内
容
・
方
法
等

１
　

学
位

授
与
状
況

（
表
１
）

学
位

名
称

2
0
0
5
年

度
2
0
0
6
年
度

2
0
0
7
年
度

備
考

［
注

］
1

　
　

　
　

　
　

当
該
研
究
科
も
し
く
は
専
攻
、
課
程
が
最
近
開
設
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
学
位
授
与
該
当
者
が
い
な
い
場
合
は
、
「
備
考
」
欄
に
そ
の
旨
を
記
述
す
る
こ
と
。

研
究
科
・
専
攻 ○

○
専

攻
○

○
研

究
科

例
）

○
年

○
月

○
日

開
設

の
た

め
、

学
位

授
与

は
○

年
度

か
ら

1
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Ⅱ
　

教
員

組
織

（
表

２
）

助
手

特
任

等
(
内

数
)

特
任

等
(
内

数
)

特
任

等
(
内

数
)

特
任

等
(
内

数
)

特
任

等
(
内

数
)

[
注

]
1

①
当

該
大

学
院

の
専

任
教

員
で

あ
っ

て
、

下
記

②
～

④
以

外
の

者
② ③

当
該

大
学

院
の

専
任

教
員

で
あ

っ
て

、
平

成
1
5
年

文
部

科
学

省
告

示
第

5
3
号

第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
実

務
経

験
と

実
務

能
力

を
有

す
る

者
④

2 3 4 5 6 7

「
助

手
」

欄
に

は
、

学
部

・
学

科
等

の
専

任
で

専
門

職
大

学
院

の
業

務
に

も
従

事
し

て
い

る
助

手
数

も
含

め
て

記
入

す
る

こ
と

。

専
任

教
務

補
助

員
等

に
つ

い
て

は
、

「
備

考
」

欄
に

そ
の

各
々

の
名

称
と

人
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

「
専

任
教

員
種

別
」

欄
は

、
冒

頭
の

基
礎

デ
ー

タ
作

成
上

の
注

意
事

項
「

７
」

に
し

た
が

っ
て

、
次

の
定

義
・

名
称

に
よ

っ
て

作
表

す
る

こ
と

。

「
大

学
の

教
員

等
の

任
期

に
関

す
る

法
律

」
に

基
づ

く
任

期
制

教
員

を
除

き
、

特
任

教
授

、
客

員
教

授
な

ど
任

用
期

間
の

あ
る

教
員

に
つ

い
て

は
、

専
任

者
（

教
育

研
究

条
件

等
に

お
い

て
専

任
教

員
と

同
等

の
者

）
の

み
を

「
専

任
教

員
数

」
の

欄
の

「
教

授
｣
、

「
准

教
授

｣
、

「
講

師
｣
、

｢
助

教
」

の
該

当
す

る
欄

（
左

側
）

に
含

め
て

記
入

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
数

を
「

特
任

等
（

内
数

）
」

欄
に

内
数

で
示

す
こ

と
。

専
任

者
以

外
の

特
任

者
等

に
つ

い
て

は
記

入
し

な
い

こ
と

。

「
設

置
基

準
上

必
要

専
任

教
員

数
」

欄
に

は
、

「
専

門
職

大
学

院
に

関
し

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
定

め
る

件
」

（
平

成
1
5
年

文
部

科
学

省
告

示
第

5
3
号

）
に

に
よ

り
算

出
し

た
数

値
を

記
入

す
る

こ
と

。
同

表
に

基
づ

か
な

い
算

出
方

法
に

よ
り

設
置

認
可

を
得

て
い

る
場

合
に

は
そ

の
数

値
を

記
入

す
る

と
と

も
に

備
考

欄
に

そ
の

旨
を

記
述

す
る

こ
と

。

「
兼

任
教

員
数

」
欄

に
は

、
学

外
か

ら
の

い
わ

ゆ
る

非
常

勤
教

員
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

な
お

、
国

立
大

学
所

属
教

員
に

つ
い

て
は

､
「

兼
担

｣
、

｢
兼

任
」

を
共

に
「

併
任

」
と

し
て

い
る

場
合

も
あ

る
が

、
学

外
か

ら
の

併
任

で
あ

る
者

は
「

兼
任

教
員

数
」

欄
に

記
入

す
る

こ
と

。

「
兼

担
教

員
数

」
欄

に
は

、
当

該
経

営
系

専
門

職
大

学
院

の
専

任
で

は
な

く
、

当
該

大
学

院
以

外
の

学
部

・
研

究
科

・
研

究
所

等
を

本
務

先
と

し
、

当
該

大
学

院
の

専
任

に
算

入
し

な
い

教
員

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

同
告

示
同

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
専

任
教

員
以

外
の

者
で

あ
っ

て
も

、
専

任
教

員
と

み
な

さ
れ

る
者

み
な

し
専

任
教

員
:

実
務

家
教

員
:

専 任 教 員 の 内 訳

専
任

教
員
に

占
め

る
実

務
家

教
員

の
比

率
（

％
）

設
置

基
準

上
必

要
専

任
教

員
数

専
任

教
員

１
人

当
た

り
の

在
籍

学
生

数

合
 
 
 
 
計

専
任

教
員

に
占

め
る

教
授

の
比

率
（

％
）

専
任

教
員

専
任

（
兼

担
）

教
員

実
務

家
教

員

専
 
任
 
教
 
員
 
数

１
　

教
員

組
織

○
○

研
究

科
・

○
○

専
攻

（
専
門

職
）

教
授

准
教
授

講
 
師

助
教

計
兼
　
任

教
員
数

備
　
考

兼
　

担
教

員
数

（
み

な
し

専
任

教
員

）

専
任

教
員

:
専

任
（

兼
担

）
教

員
:
専

門
職

大
学

院
設

置
基

準
附

則
２

に
よ

り
当

該
大

学
院

の
専

任
教

員
で

あ
っ

て
、

他
学

部
・

他
研

究
科

ま
た

当
該

大
学

院
を

１
専

攻
と

し
て

開
設

し
て

い
る

研
究

科
の

他
専

攻
の

専
任

で
も

あ
る

者
。

た
だ

し
、

同
附

則
に

よ
り

博
士

課
程

の
専

任
に

算
入

し
て

い
る

教
員

は
除

く
。

2
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２
　

専
任

教
員
個
別
表
　
＊
記
入
例

※
本

表
に

該
当

す
る

資
料

を
当

該
大

学
で

作
成

し
て

い
る

場
合

、
そ

の
資

料
を

提
出

す
れ

ば
よ

い
。

（
表
３
）

科
目

名
（

単
位

数
）

前
期

後
期

○
○

（
２

単
位

）
2
.
0

0
.
0

○
○

合
同

演
習

（
４

単
位

）
2
.
0

2
.
0

＊
○

○
演

習
（

２
単

位
）

0
.
0

2
.
0

○
○

特
講

（
４

単
位

）
2
.
0

2
.
0

○
○

○
○

（
２

単
位

）
0
.
0

2
.
0

○
○

○
○

（
２

単
位

）
2
.
0

0
.
0

計
8
.
0

8
.
0

○
○

○
○

（
○

単
位

）

＊
○

○
○

○
（

○
単

位
）

＊
○

○
○

○
（

○
単

位
）

＊
○

○
○

○
（

○
単

位
）

＊
○

○
○

○
（

○
単

位
）

計

［
注

］
1

:
当
該
大

学
院
の
専
任
教
員
で
あ
っ
て
、
下
記
②
～
④
以
外
の
者

: : :
同
告
示

同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
専
任
教
員
以
外
の
者
で
あ
っ
て
も
、
専
任
教
員
と
み
な
さ
れ
る
者

2 3 4

(
性

別
)

(
年

齢
)

毎
週

授
業

時
間

数

授
 
業

 
科

 
目

専
任

教
員

種
別

就
　

　
 
　

職
年

 
 
月

 
 
日

現
職

就
任

年
　

月
　

日
最

終
学

歴
、

学
位

称
号

、
資

格
、

実
務

経
験

等

当
該

経
営

系
専

門
職

大
学

院
以

外
の

科
目

（
＊

を
付

す
こ

と
）

氏
　

　
名

ふ
り

が
な

専
任

(
兼

担
)

女
4
1

男
5
7

○
　

○
　

○
　

○

○
　

○
　

○
　

○

毎
週
授
業
時
間
数
は
、
時
間
割
編

成
上
の
い
わ
ゆ
る
コ
マ
で
は
な
く
、
時
間
数
に
換
算
し
て
記
入
す

る
こ
と
（
例
え
ば
１
コ
マ
9
0
分
の
場
合
は
、
２
時
間
）
。

専
任
教
員
種
別
に
お
い
て
「
実
務

家
教
員
」
お
よ
び
「
み
な
し
専
任
教
員
」
と
さ
れ
る
者
は
、
右
の

欄
に
必
ず
主
な
実
務
経
験
を
１
～
２
つ
程
度
記
す
こ
と
。

授
業
科
目
欄
に
つ
い
て
は
、
セ
メ

ス
タ
ー
制
を
と
っ
て
い
る
場
合
で
も
、
2
0
0
7
年
度
の
担
当
科
目
を

す
べ
て
記
入
す
る
こ
と
。

職
名

教
授

准
教

授

「
専
任
教
員
種
別
」
欄
は
、
冒
頭

の
基
礎
デ
ー
タ
作
成
上
の
注
意
事
項
「
７
」
に
し
た
が
っ
て
、
次

の
定
義
・
名
称
に
よ
っ
て
作
表
す
る
こ
と
。

実
務

1
9
9
0
.
4
.
1

2
0
0
4
.
4
.
1

当
該
大

学
院
の
専
任
教
員
で
あ
っ
て
、
平
成
1
5
年
文
部
科
学
省
告
示
第
5
3
号
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
実
務
経
験
と
実
務
能
力
を
有
す
る
者

2
0
0
4
.
4
.
1

○
○

大
学

○
○

研
究

科
博

士
課

程
修

了
○

○
学

博
士

○
○

大
学

○
○

研
究

科
博

士
課

程
修

了
○

○
学

博
士

1
9
8
5
.
4
.
1

専
門
職

大
学
院
設
置
基
準
附
則
２
に
よ
り
当
該
大
学
院
の
専
任
教
員
で

あ
っ
て
、
他
学
部
・
他
研
究
科
ま
た
当
該
大
学
院
を
１
専
攻
と

し
て
開

設
し
て
い
る
研
究
科
の
他
専
攻
の
専
任
で
も
あ
る
者
。
た
だ
し

、
同
附
則
に
よ
り
博
士
課
程
の
専
任
に
算
入
し
て
い
る
教
員
は
除
く
。

・
・

・
　

・
・

・
・

・
　

・
・

①
専

任
教

員

②
専

任
（

兼
担

）
教

員

③
実

務
家

教
員

④
み

な
し

専
任

教
員

3
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３
　

専
任

教
員

の
教
育
・
研
究
業
績

（
表
４
）

所
属

職
名

氏
名

専
任

教
員

種
別

：

Ⅰ
　

教
育

活
動

教
育

実
践

上
の

主
な

業
績

年
月

日

　
１

　
教

育
内

容
・

方
法

の
工

夫
（

授
業

評
価

等
を

含
む

）

　
２

　
作

成
し

た
教

科
書

、
教

材
、

参
考

書

　
３

　
教

育
方

法
・

教
育

実
践

に
関

す
る

発
表

、
講

演
等

　
４

　
経

営
実

務
教

育
に

関
す

る
特

記
事

項

　
５

　
そ

の
他

教
育

活
動

上
特

記
す

べ
き

事
項

Ⅱ
　

研
究

活
動

発
行

ま
た

は
発

表
の

年
月

(
西

暦
で

も
可

）
該

当
頁

数

著
書

　
○

○
○

○
○

平
成

1
0
年

3
月

△
△

社
2
5
0
頁

　
○

○
○

○
○

平
成

1
2
年

4
月

△
△

△
△

出
版

1
2
0
頁

～
1
6
5
頁

◎
×

×
×

×
、

×
×

×
×

　
×

×
×

×

概
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
要

　
 
発

行
所

、
発

表
雑

誌
（

及
び

巻
・

　
 
号

数
）

等
の

名
称

編
者

・
著

者
名

（
共

著
の

場
合

の
み

記
入

）
著

書
・

論
文

等
の

名
　

　
　

称
単

著
・

共
著

の
別

単
著

共
著

4
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論
文

　
　

○
○

○
○

○
○

○
○

○
平

成
1
1
年

２
月

△
△

△
学

会
誌

（
第

1
0
巻

第
2
号

）
1
6
頁

～
4
3
頁

　
○

○
○

○
○

○
○

○
○

平
成

1
3
年

3
月

『
△

△
研

究
』

△
△

出
版

×
×

×
×

、
×

×
×

×
8
3
頁

～
1
3
4
頁

そ
の

他

　
○

○
○

○
○

○
○

○
○

平
成

1
3
年

3
月

×
×

×
×

、
×

×
×

×

Ⅲ
　

経
営

実
務

に
関

す
る

活
動

　
平

成
○

年
○

月
～

平
成

○
年

○
月
○

○

Ⅳ
　

学
会

等
お

よ
び

社
会

に
お

け
る

主
な

活
動

　
平

成
○

年
○

月
～

平
成

○
年

○
月
○

○
学

会
理

事

［
注
］
1

:
 
当
該
大
学
院
の
専
任
教
員
で
あ
っ
て
、
下
記
②
～
④
以
外
の
者

　
　
　
　

:
 
当
該
大
学
院
の
専
任
教
員
で
あ
っ
て
、
平
成
1
5
年
文
部
科
学
省
告
示
第
5
3
号
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
実
務
経
験
と
実
務
能
力
を
有
す
る
者

:
 
同
告
示
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
専
任
教
員
以
外
の
者
で
あ
っ
て
も
、
専
任
教
員
と
み
な
さ
れ
る
者

2
専
任

教
員
の
過
去
５
年
間
の
業
績
を
カ
バ
ー
し
た
固
有
の
業
績
一
覧
を
提
出
す
る
こ
と
。

3
本
表

に
該
当
す
る
資
料
を
当
該
大
学
で
作
成
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
資
料
を
提
出
す
れ
ば
よ
い
が
、

全
体
の
書
式
は
統
一
す
る
こ
と
。

4
固
有

の
業
績
一
覧
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
、
本
表
を
参
考
に
業
績
一
覧
を
作
成
す
る
こ
と
。

5
「
Ⅲ

経
営
実
務
に
関
す
る
活
動
」
に
つ
い
て
は
、
過
去
５
年
間
に
こ
だ
わ
ら
ず
所
属
し
た
企
業
等
名

称
、
所
属
期
間
、
役
職
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

「
専

任
教
員
種
別
」
欄
は
、
冒
頭
の
基
礎
デ
ー
タ
作
成
上
の
注
意
事
項
「
７
」
に
し
た
が
っ
て
、
次

の
定
義
・
名
称
に
よ
っ
て
作
表
す
る
こ
と
。

単
著

共
著

①
専

任
教

員

③
実

務
家

教
員

:
 
専
門
職

大
学
院
設
置
基
準
附
則
２
に
よ
り
当
該
大
学
院
の
専
任
教
員
で
あ
っ
て
、
他
学
部
・
他
研
究
科
ま
た
当
該
大
学
院
を
１
専
攻
と
し
て

 
 
開
設
し

て
い
る
研
究
科
の
他
専
攻
の
専
任
で
も
あ
る
者
。
た
だ
し
、
同
附
則
に
よ
り
博
士
課
程
の
専
任
に
算
入
し
て
い
る
教
員
は
除
く
。

④
み

な
し

専
任

教
員

②
専

任
（

兼
担

）
教

員

5
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Ⅲ
　
学
生
の
受
け
入
れ

（
表

５
）

（
　

　
）

（
　

　
）

（
　

　
）

[注
]

1 2
「
入
学
者
（
Ａ
）
」
の
う
ち
、
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
を
（
　
　
）
に
内
数
と
し
て
記
入
す
る
こ
と
。

志
願
者

合
格
者

入
学

者
（
Ａ
）

１
　

志
願

者
・
合
格
者
・
入
学
者
数
の
推

移

入
学

定
員
（
Ｂ
）

(
A
)
/
(
B
)
*
1
0
0

春
季
の
ほ
か
に
秋
季
入
試
等
を
実
施
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
作
表
し
、
合
計
欄
を
設
け
る
こ
と
。

2
0
0
6
年

度
2
0
0
7
年

度
2
0
0
8
年
度

6
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（
表
６
）

在
籍

学
生

総
数

（
Ｂ

）

〈
　

　
〉

《
　

　
》

[
注
]

1 2 3 4 5

２
　

学
生

定
員
及
び
在
籍
学
生
数
　

各
年
次
に
留
年
者
が
い
る
場
合
は
人
数
を
〈
　
〉
に
内
数
で
記
入
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
休
学
や

留
学
に
よ
っ
て
進
級
の
遅
れ
た
者
は
留
年
に
含
め
な
い
。

〈
　

　
〉

備
考

（
Ａ

）

《
　

　
》

学
生

数
学

生
数

留
年

者
数

（
内

数
）

昼
夜
開
講
制
を
と
っ
て
い
る
場
合

は
、
昼
間
主
コ
ー
ス
と
夜
間
主
コ
ー
ス
に
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
作

表
し
、
合
計
欄
を
設
け
る
こ
と
。

「
（
Ｂ
）
／
（
Ａ
）
」
欄
に
つ
い

て
は
、
小
数
点
以
下
第
３
位
を
四
捨
五
入
し
、
小
数
点
以
下
第

２
位
ま
で
表
示
す
る
こ
と
。

現
在
の
在
籍
学
生
に
関
わ
る
入
学

定
員
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
「
備
考
」
欄
に
そ
の
旨
を

記
述
す
る
こ
と
。

各
年
次
に
休
学
者
が
い
る
場
合
も

同
様
に
人
数
を
《
　
》
に
内
数
で
記
入
す
る
こ
と
。

第
１

年
次

第
２

年
次

収
容

定
員

在
籍

学
生

数
（

Ｂ
）

内
訳

(
B
)
/
(
A
)

〈
　

　
〉

《
　

　
》

休
学

者
数

（
内

数
）

7
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３
　

中
途

退
学
者
数

（
表
７
）

２
年
次

合
計

１
年
次

２
年
次

合
計

１
年
次

２
年
次

合
計

[
注
]

1
退
学
者
数
に
は
、
除
籍
者
も
含
め

る
こ
と
。

2
0
0
5
年
度

１
年
次

2
0
0
7
年
度

2
0
0
6
年
度

8
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Ⅳ
　
施
設
・
設
備

　

※
　

本
表

に
該

当
す

る
資

料
を

当
該

大
学

で
作

成
し

て
い

る
場

合
、

そ
の

資
料

を
提

出
す

れ
ば

よ
い

。

（
表
８
)

室
 
 
 
 
数

１
室

当
た

り
の

平
均

面
積

（
㎡

）

共
 
同

計
個

 
室

共
 
同

[
注

]
1 2 3 4

専
任
教
員
中
、
専
任
（
兼
担
）
教
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
教
員
が
所
属
す
る
他
学
部
・
他
研
究
科

等
に
研
究
室
が
あ
る
場
合
に
は
こ
れ
に
つ
い
て
作
表
す
る
こ
と
。

ま
た
、
当
該
大
学
院
と
他
学
部
・
他
研
究
科
の
両
方
に
研
究
室
を
用
意
し
て
い
る
場
合
は
、
一
方

の
み
を
記
入
し
、
「
備
考
」
欄
に
そ
の
旨
を
記
述
す
る
こ
と
。

「
１
室
当
た
り
の
平
均
面
積
」
は
全
て
の
教
員
研
究
室
に
つ
い
て
、
「
教
員
１
人
当
た
り
の
平
均

面
積
」
は
、
専
任
教
員
が
実
際
に
使
用
し
て
い
る
教
員
研
究
室
に

つ
い
て
算
出
す
る
こ
と
。

「
個
室
率
」
の
算
出
に
あ
た
っ
て
は
、
個
室
数
が
専
任
教
員
数
を
上
回
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て

 
1
0
0
％
と
記
入
す
る
こ
と
。

「
室
数
」
、
「
総
面
積
」
欄
に
は
、
当
該
大
学
院
の
専
任
教
員
の
た
め
の
研
究
室
に
つ
い
て
記
入

す
る
こ
と
。

１
　

教
員

研
究
室

総
面

積
（

㎡
）

（
Ｂ

）

教
員

１
人

当
た

り
の

平
均

面
積

（
㎡

）

備
 
 
考

専
任

教
員

数
（

Ｃ
）

個
室

率
(
%
)

(
A
）

/
（

C
）

*
1
0
0

個
室

(
Ａ

)

9
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資料３ 

 

経営系専門職大学院認証評価申請書 

 

平成  年  月  日 

 

財団法人 大 学 基 準 協 会 

 会 長  長 田  豊 臣 殿 

 

 

                               大 学 

                              （ふりがな） 

                         代表者          印 

 

 

 

貴協会の寄附行為並びに寄附行為に関連する諸規程の趣旨に賛同し、経営系専門職大学

院認証評価を申請いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[注]1 「代表者」とは、学長、総長などを指す。 
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資料４

１，研究科名

・

２，専攻名

・

３，学位名称

・

４，学位英語名称

・

５，所在地

・

６，設置認可年月日

・

備考

[注] 1

2

当該大学院を既存の研究科の１専攻として開設している場合には、「備考」欄にその
旨を記述すること。
本表は、「経営系専門職大学院認証評価申請書」（資料３）とともに、2009年1月30日
（金）までに本協会事務局宛に提出すること。

概況調査表
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資料５

大学名称　：　　　○　　　　○　　　大　　　学

経営系専門職大学院名称：　　○○研究科　（○○専攻）

2009年　○月

点検・評価報告書（参考例）

点　　検　　・　　評　　価　　報　　告　　書

経営系専門職大学院認証評価

－64－ 



序章

・ 当該大学院の設置に際しての状況等について簡単に記述すること。
・ 点検・評価の体制等について記述すること。

本章

※具体的な記述方法については、次ページを参照すること。
＜現状の説明＞

・

・

・

・

・

＜点検・評価＞
・

・

・
・

・
・

＜今後の方策＞
・

・

終章

・

・ 本章の記述と重複してもかまわない。

大項目ごとの状況がわかるように、各大項目の冒頭に400字程度で概要を記述する
こと。

関連する「評価の視点」がない場合、適当な「見出し」を付すこと。

各章を記述する際の注意事項

９つの評価項目ごとに、点検・評価の結果明らかになった長所・問題点などにつ
いてできるだけ具体的に記述すること。

点検・評価の記述と、関連する「評価の視点」がある場合は、該当する「評価の
視点」番号を記すこと。

「現状の説明」と記述が重複してもかまわない。

「経営系専門職大学院基準」（資料１）の「評価の視点」に沿って、現状の説明
を記述すること。その際、評価委員が読んで、当該大学院の状況がある程度、具
体的なイメージを持って把握し、評価できるか、ということを念頭におき、各視
点について根拠等を盛り込んだ記述にすること。

現状の説明の根拠となる資料、参照すべき資料がある場合には、＜根拠資料＞名
と該当ページを記すこと。

「評価の視点」が、当該大学院に該当しない場合には「該当なし」と記載するこ
と。

「現状の説明」のように、すべての「評価の視点」について記述する必要はな
い。

記述にあたっては、その論拠を明確にするため可能な限り客観的なデータ（数
値）を記載すること。なお、基礎データの数値を用いる場合、齟齬がないように
注意すること。

全体を通して、点検・評価を行った結果、当該大学院が考える今後の展望と、今
後取り組むべき課題について記述すること。

根拠となる資料、参照すべき資料がある場合には、資料名と資料番号、該当ペー
ジ数を記載すること。

長所をさら伸長させるための方策、問題点を解決していくための方策を記述する
こと。
抽象的な表現や単なる決意の表明に終わることなく、理念・目的および教育目標
の達成のための手法や手続き、その実施に要する期間等を可能な限り具体的に記
述すること。
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２　教育の内容・方法・成果
（１）　教育課程等
[概要]

［現状の説明］

Ⅰ Ⅱ

・資料1－1：○○大学大学院○○研究科規程（第○条）
・資料1－2：○○大学大学院○○研究科パンフレット（P１）
・資料1－3：入学者ガイダンス配付資料（P３）

・資料1－1：○○大学大学院○○研究科規程（第○条）
・資料2－1：○○大学大学院○○研究科学生便覧（P○～○）
・○○大学ホームページ「○○研究科」http://www.○○～

＜根拠資料＞ ・資料2－4：○○大学大学院○○研究科・外部評価委員会報告書（P○～○）

　本研究科の経営系分野は、基礎科目群では○科目、応用科目群では○科
目となっており、経営分野の主要な科目を網羅しており、ビジネス界の要
請に応じた能力が身に付けられるように配慮している。
　また、本研究科では、毎月１回カリキュラム検討委員会を定期的に開催
し、当年度のカリキュラムを踏まえ、次年度のカリキュラムの見直しに継
続的に取り組んでいる。また、毎月２回研究科委員会を開催しているが、
毎年９月中旬に開催する同委員会において、最終的なカリキュラムの見直
しを行っている。そのカリキュラムの適切性を検討する前提として、学位
授与の水準の確認を専任教員が行っている。

＜現状の説明＞

2-3
授与する学位の水準は、経営系分野の特性を踏まえ、かつ、ビジネス界等
の期待に応える水準が維持されているか。

レベル
評価の視点項目

＜現状の説明＞　本研究科の修了要件単位数は○単位である。修了要件は、科目群ごと
に、分析基礎科目群から○単位以上、経営基礎科目群から○単位以上、経
済学基礎科目群から○単位以上、必修のプロジェクト研究群は○単位以上
取得することである。本研究科の人材養成の目的から、経営系の科目群と
工学系の科目群からバランスよく履修するように設計されている。
　この修了要件を含む学位授与に関わる審査の基準および手続等は明文化
され、シラバスに記載されて学生に周知している。なお、学生に対して入
学時ガイダンスの際に修了要件や成績評価方法について案内しているほ
か、科目登録前や成績発表時に定期的にメールや掲示板を利用して、修了
要件を確認するよう促している。

＜現状の説明＞

＜根拠資料＞

2-2

授与する学位の名称は、経営系分野の特性や教育内容に合致する適切な名
称が付されているか。

◎

＜根拠資料＞

学位授与に関わる基準および審査手続等は明文化され、学生に周知されて
いるか。

　本研究科の目的は「○○○となる人材養成」である。そのためには、経
営学のみならず経済学、会計学、金融学などの専門知識まで身につける必
要がある。本研究科では、時代の変化に遅れることなく、経営理論、経済
理論、会計・財務分析などの知識をバランスよく身につけ、総合的に機能
できる高度職業人の育成を目指している。そのため、カリキュラムは経営
分野を中心に、経済理論やファイナンスなど幅広い分野を網羅するよう構
成しており、「○○修士（専門職）」の学位を授与している。

※この項目における、現状の説明の概要について記すこと(400字程度）

◎

○

2-1
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・資料2－1：○○大学大学院○○研究科学生便覧（Ｐ○～○）
・資料2－3：○○大学大学院○○研究科時間割表

＜根拠資料＞ ・資料1－1：○○大学大学院○○研究科規程（第○条）
・資料2－2：○○大学大学院○○研究科修学案内（P○～○）

＜現状の説明＞該当なし

＜現状の説明＞該当なし
・
・

＜概　要＞
※内容は各項目の記述、［点検・評価］の記述と重複してもよい。
※今後の展望なども合わせて記述すること。
※具体的に記述すること。

＜根拠資料＞ ・資料2－1 ：○○大学大学院○○研究科学生便覧（P○～○）
・資料2－15：○○大学ビジネススクール要覧（P○～○）
・資料2－16：○○プロジェクト活動報告書（P○～○、P○）
・資料2－17：○○委員会名簿

＜根拠資料＞

◎

2-7

2-5
課程の修了認定の基準および方法は当該経営系専門職大学院の目的に応じ
て策定され、学生に周知されているか。（「専門職」第10条）

＜現状の説明＞

2-6

　課程の修了認定の基準および方法は、本研究科の目的に応じて策定され
ている。その中でプロジェクト演習・研究については修士論文に代わるも
のとして、課程の集大成として位置づけており、その認定にあたっては、
「中間審査会」と「最終審査会」を開催し、全教員で認定することにして
いる。また、このような基準・方法の周知については、入学後に行うオリ
エンテーションで配布される『○○○』に記載されているほか、アカデ
ミックアドバイザーによる履修指導によって行われている。

在学期間の短縮を行っている場合、法令上の規定に沿って設定されている
か。（「専門職」第16条）
また、その場合、経営系専門職大学院の目的に照らして十分な成果が得ら
れるよう配慮がなされているか。

＜現状の説明＞

2-4

課程の修了認定に必要な在学期間および修得単位数が、法令上の規定や当
該経営系専門職大学院の目的に対して適切に設定されているか。また、そ
れらが学生の履修の負担が過重にならないように配慮して設定されている
か。（「専門職」第２条、第３条、第15条）

　本研究科の在学期間は基本的に２年間、長期履修者は４年間である。修
了要件単位数は○単位であり、法令上の基準である２年間、30単位以上を
充たしている。１年間に履修できる上限単位数は夏期集中開講科目を除い
て○単位に設定されており、平均して前期、後期の各学期に履修できる上
限科目数は○科目である。従って、１週間の内３日間授業を受ければ、最
低限の修得単位数は得られるので、学生の履修の負担は過重にならないよ
うに配慮している。

◎

◎

○

在学期間の短縮の基準および方法が、学生に対して学則等を通じてあらか
じめ明示されているか。また、明示された基準および方法に基づいて公正
かつ厳格に行われているか。

○

2-24
教育内容について特色ある取組みを行っている場合は、その取組みの趣
旨・内容は、当該経営系専門職大学院固有の使命・目的および教育目標の
達成にとって有効なものとなっているか。
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［点検・評価］
※関連する視点が複数ある場合、複数記載してよい
※関連する視点がない場合、適当な見出しを付けること

根拠資料

[今後の方策]

根拠資料

※具体的に記述すること

関連する「評価
の視点」
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資料６

○○大学

１

２ 基礎データ

・専任教員個別表

・教員業績一覧

<記入例>

提出資料 資料の名称 資料番号

○○大学○○大学院入学試験要項 1－1

○○大学○○大学院学生募集要項 1－2

経営系専門職大学院の概要を紹介したパンフレット ○○大学○○大学院パンフレット 1－3

その他、根拠資料
1－4

経営系専門職大学院の教育内容、履修方法などを記載し
たもの（学生便覧、履修要項等）

○○大学○○大学院履修案内

2－1

授業計画、科目概要など授業内容、成績評価内容を示し
た冊子等（講義要項、シラバス等）

○○大学○○大学院シラバス

2－2

年間授業時間割表 ○○大学○○大学院時間割 2－3

履修科目の登録に関する規則等（大学院学則、研究科規
程等）

○○大学○○大学院学則
2－4

○○大学○○大学院学則 （2－4）

○○大学○○大学院履修案内 （2－1）

インターンシップ等が実施されている場合
・実施要項
・受け入れ先、実施状況が把握できる資料

インターンシップ実施要項

2－5

○○大学○○大学院学則 （2－4）

○○大学○○大学院履修案内 （2－1）
掲載

学習相談体制について定められた規定（研究科規程等）
オフィスアワーの内容やその周知に関する資料

○○大学○○大学院履修案内
（2－1）
掲載

成績の分布に関する資料 成績分布表 2－6

○○大学○○大学院学則 （2－4）

○○大学○○大学院履修案内 （2－1）
掲載

○○大学○○大学院「ＦＤ委員会規
程」 2－7

授業評価アンケート結果 2－8

授業内容･方法の改善のための研修に関する定め ○○大学○○大学院「ＦＤ委員会規
程」 (2－7）

その他、根拠資料
2－9

提出資料一覧（様式）

点検・評価報告書

・教員研究室の状況が把握できる資料

資料の名称

調書　（提出部数：　各 20　部）

添付資料　（提出部数：　20　部）

授業評価に関する定めおよび結果報告書

経営系専門職大学院の理念・目的ならびに教育目標が明
文化された冊子等（研究科概要、学生募集要項、入学案
内等）

進級要件、修了要件の定め等（研究科規程等）

他の大学院において履修した授業科目の単位認定に関し
て定めた規定（研究科規程等）

成績評価基準を明示している規則等
成績評価の異議申立に関する規則等

１

２
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提出資料 資料の名称 資料番号

○○大学○○大学院「委員会規程」
3－1

○○大学○○大学院「人事規程」 3－2

○○大学○○大学院「委員会規程」
(3－1)

○○大学○○大学院「人事規程」 (3－2)

3－3

3－4

学生募集要項（再掲） ○○大学○○大学院入学試験要項
（1－1）

入学者選抜に関する規則 ○○大学○○規程 4－1

入学者選抜試験に関する業務の実施体制についての定め
（研究科規程等）

○○大学○○大学院「入試委員会規
程」 4－2

入学者の多様性を確保するための工夫に関する資料 ○○大学○○大学院入学試験要項 （1－1）

その他、根拠資料 4－3

学生生活の相談、助言、支援体制に関する定め
（学生相談室規程、学生相談室報等）

○○大学○○大学院履修案内

（2－1）

○○大学ハラスメント防止に関する
パンフレット 5－1

ハラスメント防止規程 5－2

奨学金･教育ローンなどの募集要項、規則等 ○○大学○○大学院履修案内
（2－1）

進路選択に関わる相談・支援体制について資料 ○○大学○○大学院履修案内 （2－1）

身体に障がいのある者等への物的・経済的支援体制に関
する規程

○○大学○○大学院「委員会規程」
(3－1)

その他、根拠資料
5－3

自習室の利用に関する定め ○○大学○○大学院履修案内 （2－1）

情報関連設備等の利用に関する定め ○○大学○○大学院履修案内 （2－1）

図書館利用に関する定め（図書館利用規程、資料室規程
等）
図書館利用ガイド等

○○大学図書室案内

6－1

その他、根拠資料
6－2

○○大学○○大学院学則
（2－4）

○○大学○○大学院「委員会規程」
(3－1)

○○大学○○大学院学則 （2－4）

○○大学○○大学院「委員会規程」
(3－1)

関係する学部等との連携に関する定め ○○大学○○大学院学則 （2－4）

その他、根拠資料 7－1

その他、根拠資料

管理運営に関する定め（学則、研究科規程等）
経営系専門職大学院教授会規則

教員人事関係規程等
（教員選考委員会規程、教員資格審査規程、教員任免・
昇格規程等）

教員の任免および昇任に関する規則
（研究科規程、任用規程、懲戒規程、就業規則等）

３

７

５

６

４

各種ハラスメントに対応する規程およびパンフレット
（ハラスメント防止規程、啓蒙パンフ、ハラスメントを
受けた場合の救済措置についてのパンフレット等）

研究科長等経営系専門職大学院の長の任免に関する定め
（研究科規程等）
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提出資料 資料の名称 資料番号

自己点検・評価関係規程等 ○○大学○○大学院「点検評価委員
会規程」 8－1

経営系専門職大学院が独自に作成した自己点検・評価報
告書

○○大学○○点検評価報告書
8－2

その他、根拠資料
8－3

情報公開に関する規程 情報公開に関する規程 9－1

○○大学○○大学院パンフレット （1－3）

ホームページ該当ページ
URL：http://www.○○～ -

その他、根拠資料
9－2

＜注意事項＞
１、添付資料はひとつのファイルに綴じにすること。
２、

３、

４、

５、「その他、根拠資料」には、点検・評価報告書の記述内容を裏付ける資料を記載すること。

添付資料の該当資料が重複する場合、提出する資料はひとつでよい。その際、重複する資料の番号は（括
弧）書きで付すこと。
原則として、複数の項目でひとつの根拠資料を掲載する場合、資料番号は一番関連の深い大項目の番号
（１～９）でとり、1-1、1-2、のように表記すること。

８

９

資料がホームページなどの場合、資料の名称とともにＵＲＬを記載すること。なお、写しを提出する必要
はない。従って資料番号欄には「－」を記載すること。

適切な情報公開と説明責任が確認できる実績データ
（ホームページ、大学案内、各種パンフレット）
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資料７ 

 

実地視察の際の質問事項への回答書（様式） 

 

大 学 名 称       ○ ○ 大 学            

経営系専門職大学院名称   ○ ○ 研究科 （○○専攻）     

 

 

№ 種  別 内     容 

質 問 事 項 （例）教育活動の改善への組織的対応について 

回     答  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

根拠(データ等) ・ＦＤ委員会規程 

・第○回ＦＤ委員会配布資料 

質 問 事 項 （例）専任教員の今後の補充方法について 

回     答  

 

 

 

 

 

 

2 

根拠(データ等) ・○○大学専門職大学院中長期計画書 

・○○大学専門職大学院教員選考に関する規程 
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資料８ 

 

分科会報告書（案）に対する見解（様式） 

 

 

大 学 名 称       ○ ○ 大 学            

経営系専門職大学院名称   ○ ○ 研究科 （○○専攻）     

 

 

№ 種  別 内  容 

項目 教育課程等 

該当箇所 改善を勧告すべき事項 

分科会報告書（案）の頁 ○頁 

該当部分（抜粋）  

 

該当部分に対する見解  

 

 

 

1 

根拠(データ等) ・ 

・ 

項目 教育方法等 

該当箇所 問題点として指摘すべき事項 

分科会報告書（案）の頁・行 ○頁 

該当部分（抜粋）  

 

該当部分に対する見解  

 

 

 

 

2 

根拠(データ等) ・ 

・ 
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資料９

通し番号 提示資料 関連評価項目

1 他の大学院において履修した授業科目の内容が把握できる資料等 (2-38)

2 ガイダンス等での履修指導の状況が把握できる資料 (2-39)(2-40)

3
学習相談体制について、学生の利用状況や相談内容が把握できる
資料

4 学習支援の状況が把握できる資料

5 予習・復習のために学生に配布した資料

6 補講の具体的措置が把握できる資料

7
ファカルティ・ディベロップメントなど、教員の研究・研修等へ
の組織的取組み状況が把握できる資料

(2-45)(2-47)
(2-48)(2-49)

8 研究科委員会の議事録等

9 最新の学位授与状況（『基礎データ』表１） (2-52)

10 最新の学生数（『基礎データ』表５・表６） (4-8)(4-9)

11
前年度後期の定期試験の問題と答案（試験を実施した全授業科
目）

(2-36)

※　上記以外で追加で資料の提示を求める場合は、事前に本協会事務局から通知する。

(2-40)(2-42)
(2-43)

実地視察時確認資料一覧（参考例）
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資料10

【第１日目】

13:00～14:30

○○演習

（○○教室） 13:00～15:00

〈3号館〉 研究科長との面談

4階自習室

学生用PCルーム

14:40～16:10

△△論 〈○○棟〉

（△△教室） 教員研究室

15:15～17:15

図書館 事務局長との面談

16:20～17:50 16:00～18:00

××演習 学生インタビュー

（××教室）

第1日目終了

14:00

本協会側参加者、当該大学に集合

19:00

授業見学 面談調査

16:00

17:00

18:00

分科会の開催・資料の閲覧

実地視察スケジュール（参考例）

9:30

9:40

12:00

学生インタビュー
13:00

施設・設備見学

15:00

本協会側打ち合わせ

昼食（12:00～13:00）
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【第2日目】

　　　

10:00～12:00

教職員との個別面談

10:40～12:10

◇◇論

（◇◇教室）

〔授業見学〕 〔面談調査〕

13:00～１4:30

■■演習 13:00～15:00

（■■教室） 教職員との面談

[注] 1 夜間開講制の場合には、適宜時間帯を移して作成すること。

11:00

9:40

17:00

昼食

第2日目終了

本協会側参加者、当該大学に集合

13:00

14:00

15:00

16:00

12:00

10:00

9:30

本協会側打ち合わせ

面談調査授業見学

本協会側打ち合わせ
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資料 11 

見学施設・授業一覧 

大 学 名 称       ○ ○ 大 学            

経営系専門職大学院名称   ○ ○ 研究科 （○○専攻）     

 

＜例＞ 

１ 施設見学 

見学順          見学施設等の名称 所要時間 

 １ 〈３号館〉 

４階 自習室→地階 学生用ＰＣルーム 

約 １５ 分 

 ２ 〈○○大学院棟〉 

８階 教員研究室→５階 授業見学→３階 授業見学 

約 ３０ 分 

 ３ 〈新図書館棟〉 約 １５ 分 

全体の所要時間（移動時間及び授業見学約 10分を含む） 約 ７０ 分 

 

２ 授業見学 

※当日開講している授業をすべて挙げてください。 

 

＜１日目 １時限（9:00～10:30）＞ 

科目名 国際経営論 

担当教員名 ○○○○ 教授 

１ 

 

学生数 ○名 

科目名 プロジェクト演習Ａ 

担当教員名 ○○○○ 教授 

２ 

 

学生数 ○名 

科目名 イノベーション・マネジメント 

担当教員名 ○○○○ 教授 

３ 

 

学生数 ○名 

 

～  

 

＜２日目 １時限（9:00～10:30）＞ 

科目名 会計学 

担当教員名 ○○○○ 教授 

１ 

 

学生数 ○名 

科目名 企業財務 

担当教員名 ○○○○ 教授 

２ 

 

学生数 ○名 

科目名 経営管理 

担当教員名 ○○○○ 教授 

３ 

 

学生数 ○名 
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資料12

大　学　名　称 ○　○　大　学

経営系専門職大学院名称 ○○研究科　（○○専攻）

＜１日目・面談出席者＞

研究科長 ○○　○○ ・・・・　・・・

専攻長 ○○　○○ ・・・・　・・・

○○研究科教授 ○○　○○ ・・・・　・・・

○○研究科教授 ○○　○○ ・・・・　・・・

○名

＜２日目・面談出席者＞

自己点検・評価担当　○○研究科教授 ○○　○○ ・・・・　・・・

ＦＤ担当・○○研究科教授 ○○　○○ ・・・・　・・・

○○研究科教授 ○○　○○ ・・・・　・・・

事務課長 ○○　○○ ・・・・　・・・

事務課職員 ○○　○○ ・・・・　・・・

○名

※面談の際の席次表（様式任意）の提出もお願いします。

出席者計

役職または所属 氏名 ふりがな

出席者計

大学院関係者・面談出席者名簿（様式）

役職または所属 氏名 ふりがな
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資料13

大　学　名　称 ○　○　大　学

経営系専門職大学院名称 ○○研究科　（○○専攻）

社会経験の有無

有／無

１年 ○○　○○ ・・・・　・・・

１年 ○○　○○ ・・・・　・・・

１年 ○○　○○ ・・・・　・・・

２年 ○○　○○ ・・・・　・・・

２年 ○○　○○ ・・・・　・・・

２年 ○○　○○ ・・・・　・・・

※面談の際の席次表（様式任意）の提出もお願いします。

学生インタビュー出席者名簿（様式）

氏名 ふりがな学年
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資料 14 

認証評価結果（委員会案）に対する意見（様式） 

 

大 学 名 称       ○ ○ 大 学            

経営系専門職大学院名称   ○ ○ 研究科 （○○専攻）     

 

 

№ 種  別 内  容 

該当箇所 総評  概評  長所  問題点  勧告 

項目 教育課程等 

評価結果（委員会案）頁・行 ○頁 ○○行目 

該当部分（抜粋）  

 

該当部分に対する意見  

 

 

 

1 

根拠資料  

 

該当箇所 総評  概評  長所  問題点  勧告 

項目 教育方法等 

評価結果（委員会案）頁・行 ○頁 ○○行目 

該当部分（抜粋）  

 

該当部分に対する意見  

 

 

 

2 

根拠資料  
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資料 15 

平成○○年○月○日 

 

 

財団法人 大学基準協会 

 会 長  長 田 豊 臣 殿 

 

 

○ ○ ○ ○ 大 学 

代表者   印 

 

 

異 議 申 立 趣 意 書 

 

 

経営系専門職大学院認証評価に関する規程第 29 条に基づき、以下のように異議を申し立

てます。 

 

１ 異議申立に係る認定 

「○○大学院○○研究科○○専攻に対する認証評価結果」における、貴協会の「経営系

専門職大学院基準に適合していない」との判定 

 

２ 異議申立に係る判定があったことを知った年月日 

  ○○年○○月○○日 

 

３ 異議申立の趣旨および理由 

（１） 異議申立の趣旨 

異議申立に係る判定を取り消し、貴協会の「経営系専門職大学院基準に適合して

いる」との認定を求める。 

 

（２） 異議申立の理由 

別紙「評価結果に対する異議申立理由」のとおり、異議申立に係る判定は、その

基礎となっている事実に誤認がある。 

 

以 上  
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資料 16 

 

＜認証評価結果に対する異議申立理由＞ 

 

 

大 学 名 称    ○ ○ 大 学  

 

 

 

№ 種  別 内  容 

該当箇所 認証評価結果  総評  概評  提言 

項目  

評価結果の頁・行 ○頁 ○○行目 

該当部分（抜粋）  

 

該当部分に対する異議 

 

 

 

 

 

1 

根拠（データ等） ＊具体的な根拠を示すこと。 

 

該当箇所 認証評価結果  総評  概評  提言 

基準項目  

評価結果の頁・行 ○頁 ○○行目 

該当部分（抜粋）  

 

該当部分に対する異議 

 

 

 

 

 

 

2 

根拠（データ等） ＊具体的な根拠を示すこと。 
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資料 17 

改善報告書（様式） 

 

大学名称     ○ ○ 大 学   （評価申請年度        ） 

経営系専門職大学院名称    ○ ○ 研究科 （○○専攻）       

 

１．問題点について 

 

№ 種  別 内  容 

項目 教育方法等 

指摘事項 学生による授業評価については、授業改善のシス

テムとして組織的に整備されておらず改善が望

まれる。 

評価当時の状況  

 

 

評価後の改善状況  

 

 

 

改善状況を示す具体的な根拠・データ等 

 

 

 

＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  

 

 

 

1 

改善状況に対する評定   １   ２   ３   ４   ５ 

 

 

２．勧告について（様式は問題点と同様） 
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資料 18 

 

 

経営系専門職大学院認証評価申請取下げ願い 

 

平成○○年○月○日 

 

財団法人 大 学 基 準 協 会 

 会 長  長 田 豊 臣 殿 

 

 

○ ○ ○ ○ 大 学 

代表者   印 

 

 

 

 

平成○○年○月○日付で貴協会の経営系専門職大学院認証評価を申請いたしましたが、

下記の事由により取り下げをお願い申し上げます。 

 

記 

申請を取り下げる事由 

 

 

 

以 上 
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資料 19 

経営系専門職大学院認証評価に関する規程 

平 19．９．11 決定 

平 19．12．４ 改定 

 

第１章 総則 

第１条 財団法人大学基準協会（以下、「本協会」という。）寄附行為（以下、「寄附行為」

という。）第４条第１項に基づき、経営系専門職大学院の認証評価のために、この規程を

定める。 

 

第２条 この規程において認証評価とは、学校教育法第 69 条の３第３項に規定する認証評

価をいう。 

２ 前項の認証評価においては、本協会の設定する経営系専門職大学院基準に適合してい

るか否かについての適格認定を行う。 

 

第３条 経営系専門職大学院は、完成年度の翌年度以降、認証評価を受けることができる。 

 

第４条 経営系専門職大学院を設置する大学から認証評価の申し込みがあったときは、会

長は、直ちに経営系専門職大学院認証評価委員会の委員長に認証評価を委嘱するものと

する。 

 

第５条 経営系専門職大学院は、最初の認証評価を受けてから、５年以内に次の認証評価

を受けるものとする。 

 

第６条 認証評価は、別に定める「経営系専門職大学院基準」に基づいて作成された「経

営系専門職大学院点検・評価報告書」、「経営系専門職大学院基礎データ」、その他必要な

資料の書面評価および実地視察を通じて行うものとする。 

 

第２章 経営系専門職大学院認証評価委員会 

第７条 認証評価を行うために、寄附行為第 25 条第１項の規定に基づき、経営系専門職大

学院認証評価委員会（以下、「認証評価委員会」という。）をおく。 

 

第８条 認証評価委員会は、15 名の委員をもって構成する。 

２ 前項の委員のうち、10 名については、経営系大学院を設置する大学が当該経営系大学

院の教員から推薦する被推薦者の中から理事会が選出し、会長が委嘱する。但し、10 名
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のうち３名は実務家教員をあてるものとする。 

３ 第１項の委員のうち、第２項によって選出する 10 名以外の３名については、経営系分

野の実務経験を有する者とし、理事会が選出し、会長が委嘱する。 

４ 第１項の委員のうち、第２項および第３項によって選出する 13 名以外の２名について

は、外部の有識者を理事会が選出し、会長が委嘱する。 

５ 委員に欠員が生じた場合、理事会はその選出区分に応じ、第２項、第３項および第４

項の手続に従い、これを補充するものとする。 

６ 委員の任期は、２年とする。但し、再任することを妨げない。 

７ 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第９条 認証評価委員会に委員長、副委員長各１名をおく。 

２ 委員長、副委員長は、委員の互選により選出し、理事会の承認を経て、会長が委嘱す

る。 

３ 委員長は、認証評価委員会の職務を管掌する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、または欠けたときは、その

職務を代行する。 

 

第 10 条 認証評価委員会に第８条に規定する委員に加えて、幹事若干名をおくことができ

る。 

２ 幹事は専門職大学院のうち経営系分野の実務経験を有する者から、委員長が推薦し、

理事会の承認を経て、会長が委嘱する。 

３ 幹事は、委員長の指示の下に、認証評価委員会の職務に従事する。 

 

第 11 条 第８条に規定する委員の委嘱後、最初の認証評価委員会は会長が招集する。 

２ 委員長は、前項に規定する認証評価委員会以降の認証評価委員会を招集する。但し、

委員の３分の１以上からの要求があるときは、委員長は認証評価委員会を招集しなけれ

ばならない。 

３ 認証評価委員会は、委員の２分の１以上の出席がなければ開くことができない。 

４ 認証評価委員会の決定は、出席委員の過半数をもって行い、可否同数のときは委員長

が決定する。 

 

第 12 条 認証評価委員会の委員は、その所属する大学の経営系専門職大学院の認証評価に

関わる審議に加わることができない。 

２ 前項に該当する委員がいる場合、当該委員は第 11 条第４項の決定に加わることはでき

ない。 
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第 13 条 認証評価委員会委員は、代理人をもってこれにあてることはできない。 

 

第３章 経営系専門職大学院認証評価分科会 

第 14 条 認証評価委員会の下に、書面評価および実地視察を行うために、経営系専門職大

学院認証評価分科会（以下、「分科会」という。）をおくものとする。 

 

第 15 条 分科会は、原則として、４名の委員で構成する。但し、経営系専門職大学院の規

模等、書面評価および実地視察の必要に応じて、分科会委員を増員することができる。 

２ 前項の分科会委員のうち、原則として３名は、経営系大学院を設置する大学が当該経

営系大学院の教員から推薦する被推薦者の中から理事会が選出し、会長が委嘱する。但

し、理事会は、必要に応じ、経営系大学院の教員の中から分科会委員を選出し、会長が

その委嘱をすることができる。 

３ 第１項の分科会委員のうち、原則として１名は、経営系分野の実務経験を有する者の

中から、理事会が選出し、会長が委嘱する。 
４ 分科会委員に欠員が生じた場合、理事会は、その選出区分に応じ、第２項および第３

項の手続きに従い、これを補充するものとする。 
５ 分科会委員は、その所属する大学の経営系専門職大学院の書面評価及び実地視察を行

う分科会に加わることができない。 

 

第 16 条 各分科会には、それぞれ１名の分科会主査をおく。 
２ 分科会主査は、認証評価委員会委員長が、分科会委員の中から指名する。 
３ 分科会主査は、認証評価委員会委員長の指示に基づき、分科会を招集する。 

 

第 17 条 分科会委員は、代理人をもってこれにあてることはできない。 

 

第４章 経営系専門職大学院認証評価プロセス 

第 18 条 経営系専門職大学院を設置し、認証評価を申請する大学（以下、「申請大学」と

いう。）は、毎年指定の期日までに、認証評価申請書を、所定の資料とともに本協会に提

出しなければならない。 

２ 申請大学は、認証評価委員会または分科会から、前項以外の追加資料の提出を求めら

れたときは、これを提出しなければならない。 

 

第 19 条 本協会は、認証評価委員会委員、幹事、分科会委員に対し、適切な方法で評価の

実務に関わる研修を行うものとする。 

 

第 20 条 申請大学は、認証評価委員会が評価を開始した日以降は、申請の取り下げを行う
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ことはできない。但し、認証評価委員会が相当の事由があると判断したときは、申請大

学の申し入れにより、申請の取り下げを認めることができる。 

２ 前項の申し入れは、文書により本協会会長宛に行わなければならない。 

 

第 21 条 分科会は、申請大学から提出された資料の書面評価をもとに、「分科会報告書（案）」

を作成する。 

 

第 22 条 分科会は、「分科会報告書（案）」に基づき、実地視察を行う。 

２ 実地視察には、原則として、分科会委員全員が参加するものとする。 

 

第 23 条 分科会主査は、分科会での書面評価および実地視察をもとに、指定の期日までに

「分科会報告書」を作成し、認証評価委員会に提出する。 

 

第 24 条 認証評価委員会は、提出された「分科会報告書」に基づき、「認証評価結果（案）」

を作成する。 

２ 認証評価委員会は、前項の「認証評価結果（案）」の作成にあたり、各分科会の主査に

出席を求めることができる。但し、主査が出席できない場合、分科会主査が指名する当

該分科会委員をもって、これにあてることができる。 

 

第 25 条 認証評価委員会委員長は、前条の「認証評価結果（案）」を申請大学に提示しな

ければならない。 

２ 申請大学は、「認証評価結果（案）」を受領した日から指定の期日までに、「認証評価結

果（案）」における事実誤認および誤記等に関する意見申立を文書によって認証評価委員

会委員長に対して行うことができる。 

３ 前項の意見申立があった場合、認証評価委員会委員長は、認証評価委員会を開催し、

意見申立の当否を審議しなければならない。認証評価委員会は、必要に応じ、「認証評価

結果（案）」の修正を行う。 

４ 意見申立の採用もしくは不採用は、その理由とともに「意見申立に対する回答」とし

て、申請大学にすみやかに伝えられなければならない。 

 

第 26 条 認証評価委員会委員長は、前条の手続の後、「認証評価結果（案）」を理事会に提

出する。 

 

第 27 条 理事会は、「認証評価結果（案）」を尊重しつつこれを審議し、評議員会の賛成を

経て、「認証評価結果」を決定する。但し、申請大学の現職の関係者は、理事会および評

議員会の審議・決定に加わることができない。 
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第 28 条 会長は、理事会による決定の後、「認証評価結果」をすみやかに申請大学に通知

しなければならない。 

 
第５章 経営系専門職大学院異議申立審査会 

第 29 条 経営系専門職大学院基準に適合しているとの認定を得られなかった申請大学は、

その結果について、「認証評価結果」を受領してから２週間以内に、本協会会長宛に文書

によって異議申立を行うことができる。 

 

第 30 条 異議申立審査を行うために、寄附行為第 25 条第１項の規定に基づき、経営系専

門職大学院異議申立審査会をおく。 

２ 経営系専門職大学院異議申立審査会は、７名の委員をもって構成する。 

３ 前項の委員のうち、１名については本協会副会長から、１名については本協会の理事

または監事から、２名については外部の有識者から、理事会が選出し、会長が委嘱する。 

４ 第２項の委員のうち、３名については、経営系分野の実務経験を有する者とし、理事

会が選出し、会長が委嘱する。 

５ 経営系専門職大学院異議申立審査会の委員はいずれも、第８条に規定する認証評価委

員会委員、第 10 条に規定する幹事、および第 15 条に規定する分科会委員を兼ねること

ができない。 

６ 委員に欠員が生じた場合、理事会は、その選出区分に応じ、第３項および第４項の手

続に従い、これを補充するものとする。 

７ 委員の任期は、２年とする。但し、再任することを妨げない。 

８ 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第 31 条 経営系専門職大学院異議申立審査会に審査長１名をおく。 

２ 審査長は、本協会副会長の中から選出される委員をもってこれにあてる。 

３ 審査長は、経営系専門職大学院異議申立審査会の職務を管掌する。 

 

第 32 条 経営系専門職大学院異議申立審査会は、委員の２分の１以上の出席がなければ開

くことができない。 

２ 経営系専門職大学院異議申立審査会の決定は、出席委員の過半数をもってこれを行い、

可否同数のときは、審査長が決定する。 

 

第６章 異議申立審査プロセス 

第 33 条 異議申立は、認定の可否について、その結論の基礎となっている事実誤認の有無

についてのみ、根拠となる関連資料を付して行うことができる。 

－89－ 



 

２ 事実関係の内容を確認するための関連資料は、すでに申請大学が提出している評価資

料のほか、第 25 条第２項に規定する意見申立を行ったか否かにかかわらず、第 28 条に

規定する「認証評価結果」を受領した日から２週間以内に申請大学が提出するものとす

る。 

３ 経営系専門職大学院異議申立審査会が必要と判断した場合、申請大学から意見を聴取

し、申請大学への実地検証を行うことができる。 

 

第 34 条 審査長は、「異議申立に対する裁決（案）」を作成し、会長に提出しなければなら

ない。 

 

第 35 条 理事会は、「異議申立に対する裁決（案）」を尊重しつつこれを審議し、「異議申

立に対する裁決」を決定する。 

２ 会長は理事会による決定の後、「異議申立に対する裁決」を、文書ですみやかに申請大

学に通知しなければならない。 

 

第７章 認定証 

第 36 条 本協会は、認証評価の結果、適格認定を行った申請大学に対して、認定証を交付

する。 

 

第８章 結果の公表 

第 37 条 本協会は、第 27 条に規定する理事会による「認証評価結果」の決定の後、以下

の措置をとる。 

一、文書によって「認証評価結果」を申請大学へ通知すること 

二、「認証評価結果」を公表すること 

三、「認証評価結果」を本協会のホームページ等に掲載すること 

四、学校教育法第 69 条の４第２項に従い、「認証評価結果」を文部科学大臣に報告す

ること 

 

第 38 条 第 35 条第１項に規定する異議申立に対する裁決については、前条と同じ措置を

とる。 

 

第９章 改善報告 

第 39 条 適格認定を受けた経営系専門職大学院をおく大学（以下、「認定大学」という。）

は、「認証評価結果」を受け取ってから、指定された期日までに、「勧告」および「問題

点」についての「改善報告書」を本協会会長宛に提出しなければならない。 
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第 40 条 認証評価委員会は、｢改善報告書｣の検討を行い、「改善報告書検討結果（案）」を

作成し、これを理事会に報告する。 

２ 理事会は、「改善報告書検討結果（案）」を尊重しつつ審議し、「改善報告書検討結果」

を決定する。 

３ 理事会は、「改善報告書検討結果」の決定後、すみやかにこれを当該認定大学に通知し

なくてはならない。 

 

第 10 章 経営系専門職大学院の重要な変更の取扱い 

第 41 条 本協会の認証評価を受けた認定大学は、次の認証評価を受ける前に、当該経営系

専門職大学院の教育課程又は教員組織に重要な変更があったときは、変更にかかわる事

項について本協会会長宛に届け出なければならない。 

 

第 42 条 前条の届出があったときは、認証評価委員会は、当該認定大学の意見を聴いた上

で、必要に応じ、当該認定大学の「認証評価結果」に当該事項を付記する等の措置を講

ずる。 

 

第 11 章 経営系専門職大学院基準委員会 

第 43 条 寄附行為第 25 条第１項の規定に基づき、認証評価委員会等からの理事会への要

請により、経営系専門職大学院基準の設定および改定を行うために経営系専門職大学院

基準委員会をおくことができる。 

 

第 44 条 経営系専門職大学院基準委員会は、10 名の委員をもって構成する。 

２ 前項の委員のうち、６名については、本協会の正会員大学のうち、経営系専門職大学

院を設置する大学が、当該経営系専門職大学院の教員から推薦する被推薦者の中から理

事会が選出し、会長が委嘱する。 

３ 第１項の委員のうち、３名については、専門職大学院のうち経営系分野の実務経験を

有する者とし、理事会が選出し、会長が委嘱する。 

４ 第１項の委員のうち、１名については、外部の有識者を理事会が選出し、会長が委嘱

する。 

５ 経営系専門職大学院基準委員会業務を補佐するため、幹事１名をおくことができる。 

６ 幹事は本協会の正会員の設置する経営系専門職大学院の教員から、委員長が推薦し、

理事会の承認を経て、会長が委嘱する。 

７ 委員長が本協会の理事ではない場合、担当理事をおく。 

 

第 45 条 経営系専門職大学院基準委員会に委員長１名をおく。 

２ 理事会は、前条に規定する委員の中から委員長を指名し、会長が委嘱する。 
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３ 委員長は、経営系専門職大学院基準委員会の職務を管掌する。 

 

第 46 条 経営系専門職大学院基準委員会は、経営系専門職大学院基準案もしくは改定案（以

下、｢基準改定案｣という。）を作成する。 

２ 基準改定案は、基準委員会での承認を得た後、理事会で決定する。 

 

第 47 条 経営系専門職大学院基準委員会は、経営系専門職大学院基準の設定および改定を

行うにあたり、適切な方法によって広く意見を徴さなくてはならない。 

 

第 12 章 守秘義務 

第 48 条 認証評価委員会委員および幹事、分科会委員ならびに異議申立審査会委員（以下、

｢評価者｣という。）は、経営系専門職大学院の質的向上およびその教育研究の改善に貢献

することを使命とし、公正誠実に評価活動に従事しなければならない。 

 

第 49 条 評価者は、評価活動を通じて収集した情報を経営系専門職大学院認証評価以外の

目的に使用してはならない。 

 

第 50 条 評価者は、申請大学が提出した諸資料および実地視察、その他の評価活動を通じ

て得られた情報を、漏えいしてはならない。なお、この守秘義務は、評価活動終了後も

継続するものとする。 

２ 前項の義務は、次の各号については適用されないものとする。 

一、評価者が評価者として委嘱されているという事実 

二、公表を前提として本協会が作成した刊行物その他の資料 

三、当該年度の評価結果が本協会から公表された後における、当該年度の認証評価に

従事したすべての評価者の氏名および所属機関 

 

第 51 条 評価者は、本協会事務局から送付された申請大学に関する資料を、評価活動終了

後、すみやかに本協会事務局に返却しなければならない。 

 

第 52 条 本協会は、申請大学が提出した諸資料について、次回以降の認証評価のために１

部保存するほかは、外部に漏えいすることのないよう、適切な方法で処分するものとす

る。 

 

第 13 章 経営系専門職大学院認証評価手数料 

第 53 条 申請大学は、その申請にあたり、認証評価手数料を指定された期日までに納入し

なければならない。 
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第 54 条 納入された認証評価手数料は、特段の事由のない限りこれを返還しない。第 20

条第１項に規定する相当な事由により、申請の取り下げを認めたときも、同様とする。 

 

第 55 条 認証評価手数料については別に定める。 

 

第 14 章 雑 則 

第 56 条 この規程の改廃は、理事会の議を経て行う。 

 

附 則 

この規程は、平成 19年 12 月４日から施行する。 
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資料 20 

評価手数料に関する規程 

 

平 18．６．28 決定 

平 19．９．11 改定 

平 19．11．16 改定 

平 20．３．11 改定 

 

第１条 この規程は、財団法人大学基準協会が実施する第三者評価に関する評価手数料に

ついて定める。 

 

第２条 評価手数料は、評価を受ける大学・学部等の種別に応じて次の通りとする。 

但し、評価手数料に消費税分を上乗せして納入しなければならない。 

一、大学評価 

     １大学 2,000,000 円 

     １学部あたり   500,000 円 

     １研究科あたり   500,000 円 

二、短期大学の認証評価 

     １短期大学 1,500,000 円 

三、法科大学院の認証評価 

     １研究科 3,000,000 円 

四、経営系専門職大学院の認証評価 

     １専攻 3,000,000 円 

 

第３条 評価手数料は、評価を受ける年度の４月末日までに納入しなければならない。 

 

第４条 改組・転換あるいは学年進行中の学部・研究科に関する評価手数料については、

理事会の定めるところによる。 

 

第５条 正会員でない大学が、第２条第一号および第二号の評価を申請する際の大学・学

部等の評価手数料は、第２条に規定する額に、当該大学が正会員になった場合の正会員

費の５倍に相当する額を加算した額とする。 

 

第６条 この規程の改廃は、理事会が行う。 
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附 則 

 この規程は、平成 20 年４月１日から施行する。 
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財団法人大学基準協会寄附行為 

 

 
昭 34.12.18 許可 平 15.10.28 改定 

昭 46.８.12 改定 平 18.５.18 改定 

平７.５.16 改定 平 19.８.31 改定 

平 13.５.18 改定 平 20.４.24 改定 

                

第１章 総 則 

第１条 この法人は、財団法人大学基準協会という。 

 

第２条 この法人は、事務所を東京都新宿区市谷砂土原町二丁目七番地十三におく。 

 

第２章 目的及び事業 

第３条 この法人は、内外の大学に関する調査研究を行い、会員の自主的努力と相互的援助

によって、わが国における大学の質的向上を図るとともに、大学の教育研究活動等の国際

的協力に貢献することを目的とする。 

 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

  一、大学の教育研究活動等に関する第三者評価 

  二、大学の質的向上のための大学基準等の設定及び改善とその活用 

  三、内外の大学に関する資料の調査及び研究 

  四、大学の教育研究活動等の改善のための助言援助並びに情報の提供 

  五、大学の質的向上に必要な研究会及び協議会等の開催 

  六、大学の教育研究活動等に関する国際間の情報の交換並びに協力 

  七、大学の教育研究活動等に関する資料の刊行 

  八、その他目的を達成するために必要な事業 

２ 大学の教育研究活動等に関する第三者評価に関する規程並びに大学の質的向上のため

の大学基準等の設定及び改善とその活用に関する規程は、別に定める。 

 

第３章 資産及び会計 

第５条 この法人の資産は、次のとおりとする。 

  一、この法人設立当初寄付にかかる別紙財産目録記載の財産 

  二、正会員及び賛助会員の納付する正会員費及び賛助会員費 

  三、資産から生ずる収入 

  四、事業に伴う収入 

資料 21 
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  五、寄 附 金 品 

  六、その他の収入 

 

第６条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の二種とする。 

２ 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 

一、設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 

二、基本財産とすることを指定して寄附された財産 

三、理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 

３ 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 

 

第７条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち、現金は、理事会の議決によっ

て国公債もしくは定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。 

 

第８条 基本財産は、消費し、または担保に供してはならない。但し、この法人の事業遂行

上やむを得ない事由があるときは、理事現在数の３分の２の議決を経、かつ、文部科学大

臣の承認を得て、その一部に限り処分し、または担保に供することができる。 

 

第９条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる収入及び事業に伴う収入等の

運用財産をもって支弁する。 

 

第 10 条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前に、会長が編

成し、評議員会の同意及び理事会の議決を経て文部科学大臣に届け出なければならない。

事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。 

 

第 11 条 この法人の収支決算は、毎事業年度終了後３箇月以内に会長が作成し、財産目録

及び事業報告書並びに貸借対照表、正味財産増減計算書とともに監事の意見をつけて、理

事会の承認を受け、文部科学大臣に報告しなければならない。 

２ この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは

全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。 

 

第 12 条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄を

しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。 

 

第 13 条 この法人が借り入れしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する

短期借入金を除き、理事現在数の３分の２以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を

受けなければならない。 
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第 14 条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌３月 31 日に終わる。 

 

第４章 役員及び職員 

第15条 この法人に、次の役員をおく。 

理事30名以上35名以内 

（うち会長１名、副会長６名、専務理事１名） 

監 事     ２名 

 

第16条 理事及び監事は、評議員会でこれを選任する。 

２ 会長及び副会長は、理事の互選により定める。 

３ 専務理事は、理事会でこれを選任する。 

 

第17条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、予め会長の定め

る順位により、その職務を代理し、またはその職務を行う。 

３ 専務理事は、会長を補佐してこの法人の業務を掌理する。 

 

第18条 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。 

 

第19条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。 

一、法人の財産の状況を監査すること。 

二、理事の業務執行の状況を監査すること。 

三、財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときはこれを理事会、評

議員会又は文部科学大臣に報告すること。 

四、前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を会長に求め

ることができる。 

２ 監事は、理事又は評議員を兼ねることができない。 

 

第20条 この法人の役員の任期は、２年とする。但し、再任することを妨げない。 

２ 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 

３ 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。 

４ 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情の

ある場合には、その任期中であっても評議員会の同意及び理事現在数の４分の３以上の議

決により、これを解任することができる。 

この場合、評議員会の同意及び理事会の議決の前にその役員に弁明の機会を与えなけれ
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ばならない。 

 

第21条 役員は無給とする。 ただし、専務理事は有給とすることができる。 

２ 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 

 

第22条 この法人に、評議員71名以上75名以内をおく。 

２ 評議員は､正会員である大学がその代表者として推薦した者の中から、理事会が選出し、

会長が任命する。 

３ 前２条の規定は、評議員に準用する。この場合において同条中「役員」とあるのは、「評

議員」と読み替えるものとする。 

 

第23条 評議員は、評議員会を組織して､この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の

諮問に応じ、会長に対し、必要と認める事項について助言する。 

 

第24条 この法人には、理事会の議に基づいて、顧問若干名をおくことができる。 

 

第25条 この法人の事業遂行上理事会において必要があると認めたときは、委員会を設ける

ことができる。 

２ 委員会は、会長の諮問に応じて調査研究を行い、その結果を会長に報告するものとする。 

３ 委員会は、その任務を終わったときは解散するものとする。 

４ 委員は､会長が委嘱する。 

 

第26条 この法人には､事務を処理するため､事務局を設け、職員をおく。 

２ 職員は、会長が任免する。 

３ 職員は､有給とする。 

４ 事務局の長は、事務局長とし、専務理事の指示を受け、事務局の事務を統轄する。 

５ 事務局に関する規程は、別に定める。 

 

第５章 会 議 

第27条 理事会は、少なくとも隔月に1回開くことを原則とする。但し、会長が必要と認め

たときは、臨時理事会を招集することができる。また、理事の３分の１以上から会議の目

的事項を示して請求のあったときは､会長は、その請求があった日から14日以内に臨時理

事会を招集しなければならない。 

２ 理事会は、会長がこれを招集し、その議長となる。 

 

第28条 理事会は、理事現在数の３分の２以上が出席しなければ議事を開き議決することが
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できない。但し、当該議事につき書面を以って、予め意思を表示した者は、出席者とみな

す。 

２ 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定がある場合を除くほか、出席理事の過半数を

以って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

３ 理事会は､次に掲げる事項については、予め評議員会の承認を得なければならない。 

  一、事業計画及び収支予算についての事項 

  二、事業報告及び収支決算についての事項 

  三、不動産の買入れ、基本財産の処分または担保提供についての事項 

  四、その他この法人の業務に関する重要事項で会長が必要と認める事項 

 

第29条 評議員会は毎年２回会長が招集する。 

２ 第27条第１項但書以下及び前条第１項及び第２項は､評議員会に準用する。この場合に

おいて、これらの条項中「理事会」及び「理事」とあるのは、「評議員会」及び「評議員」

と読み替えるものとする。 

 

第30条 委員会の委員長及び事務局長は、理事会及び評議員会に出席して意見を述べること

ができる。 

 

第31条 理事会及び評議員会の会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任

された出席者代表２名以上が署名押印の上、これを保存する。 

 

第６章 正会員及び賛助会員 

第32条 この法人に、正会員及び賛助会員をおく。 

２ 正会員及び賛助会員に関する規程は、別に定める。 

 

第33条 正会員及び賛助会員は、別に定める規程により正会員費及び賛助会員費を納付しな

ければならない。 

 

第34条 正会員及び賛助会員は、この法人の刊行する会報その他の資料の頒布を受ける。 

 

第７章 寄附行為の変更並びに解散 

第35条 この寄附行為は、評議員の同意及び理事現在数４分の３以上の議決を経、かつ､文

部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。 

 

第36条 この法人の解散は、評議員会の同意及び理事現在数４分の３以上の議決を経、かつ、

文部科学大臣の許可を受けなければならない。 
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第37条 この法人の解散に伴う残余財産は、評議員会の同意及び理事現在数４分の３以上の

議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受け、この法人の目的に類似の公益法人に寄附す

るものとする。 

 

第８章 補 則 

第 38 条 この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。 

 

附 則（昭和 34 年 12 月 18 日） 

１ この法人設立当初の理事及び監事は、次のとおりとする。 

        理  事  （会  長） 大  泉     孝 

        理  事  （副 会 長） 辻     直 四 郎 

        理  事  （副 会 長） 佐 々 木  八  郎 

        理  事  （常務理事） 佐 々 木  吉  郎 

        理  事  （常務理事） 山  内  俊  吉 

        理  事  （常務理事） 山  中  篤 太 郎 

        理  事  （常務理事） 板  橋  菊  松 

        理  事         古  林  喜  楽 

        理  事         片  山  金  章 

        理  事         奥  井  復 太 郎 

        理  事         荒  木  直  躬 

        理  事         堀     経  夫 

        理  事         平  沢     興 

        理  事         青  野  寿  郎 

        理  事         田  代  秀  徳 

        理  事         森  戸  辰  男 

        理  事         多  田     基 

        理  事         河  西  太 一 郎 

        理  事         正  田  建 次 郎 

        理  事         高  木  貞  二 

        理  事         大  下  角  一 

        理  事         黒  川  利  雄 

        理  事         松  坂  佐  一 

 

        監  事         樋  口  一  成 

        監  事         山  田     穣 
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２ この法人設立の際現に大学基準協会の会員、予備会員であるものは、それぞれこの

法人の維持会員及び賛助会員となるものとする。 

３ この法人設立当初の役員の任期に関しては、設立の日から昭和 35 年３月 31 日まで

の期間を１年とみなす。 

 

附 則（平成 20 年４月 24 日） 

１ この寄附行為は、同日付で施行する。 
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資料 22 

専門職大学院設置基準 

（平成 15 年文部科学省令第 16 号） 

終改正年月日:平成 19 年 12 月 25 日文部科学省令第 40 号 

 

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第三条、第八条、第八十八条の規定に基づき、

専門職大学院設置基準を次のように定める。 

 第一章 総則（第一条―第三条） 

 第二章 教員組織（第四条・第五条） 

 第三章 教育方法等（第六条―第十四条） 

 第四章 課程の修了要件（第十五条・第十六条） 

 第五章 施設及び設備等（第十七条） 

 第六章 法科大学院（第十八条―第二十五条） 

 第七章 教職大学院（第二十六条―第三十一条） 

 第八章 雑則（第三十二条）  

 附則 

 

第一章 総則 

（趣旨） 

第一条 専門職大学院の設置基準は、この省令の定めるところによる。 

２ この省令で定める設置基準は、専門職大学院を設置するのに必要な 低の基準と

する。 

３ 専門職大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないように

することはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。 

 

（専門職学位課程） 

第二条 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓

越した能力を培うことを目的とする。 

２ 専門職学位課程の標準修業年限は、二年又は一年以上二年未満の期間（一年以上

二年未満の期間は、専攻分野の特性により特に必要があると認められる場合に限

る。）とする。 

 

（標準修業年限の特例） 

第三条 前条の規定にかかわらず、専門職学位課程の標準修業年限は、教育上の必要があ

ると認められるときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準

修業年限が二年の課程にあっては一年以上二年未満の期間又は二年を超える期間
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とし、その標準修業年限が一年以上二年未満の期間の課程にあっては当該期間を

超える期間とすることができる。 

２ 前項の場合において、一年以上二年未満の期間とすることができるのは、主と

して実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併

せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により

教育上支障を生じない場合に限る。 

 

第二章 教員組織 

（教員組織） 

第四条 専門職大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上必要な教員を

置くものとする。 

第五条 専門職大学院には、前条に規定する教員のうち次の各号のいずれかに該当し、か

つ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる専

任教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。 

一 専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者 

二 専攻分野について、高度の技術・技能を有する者 

三 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 

２ 前項に規定する専任教員は、大学設置基準（昭和三十一年文部省令第二十八号）

第十三条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準（昭和四十九年文部省令第

二十八号）第九条第一項に規定する教員の数に算入できないものとする。 

３ 第一項に規定する専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、

専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を含む

ものとする。 

 

第三章 教育方法等 

（教育課程） 

第六条 専門職大学院は、その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業

科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。 

 

（授業を行う学生数） 

第七条 専門職大学院が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及

び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられる

ような適当な人数とするものとする。 

 

（授業の方法等） 

第八条 専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分
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野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは

質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならな

い。 

２ 大学院設置基準第十五条において準用する大学設置基準第二十五条第二項の規定

により多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所で履修させ

ることは、これによって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果

が認められる授業について、行うことができるものとする。 

第九条 専門職大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、

当該効果が認められる授業等について、多様なメディアを高度に利用する方法に

よる通信教育を行うことができるものとする。この場合において、授業の方法及

び単位の計算方法等については、大学通信教育設置基準（昭和五十六年文部省令

第三十三号）第三条中面接授業又はメディアを利用して行う授業に関する部分、

第四条並びに第五条第一項第三号及び第二項の規定を準用する。 

 

（成績評価基準等の明示等） 

第十条 専門職大学院は、学生に対して、授業の方法及び内容、一年間の授業の計画をあ

らかじめ明示するものとする。 

２ 専門職大学院は、学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、客観性及

び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、

当該基準にしたがって適切に行うものとする。 

 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第十一条 専門職大学院は、当該専門職大学院の授業の内容及び方法の改善を図るための

組織的な研修及び研究を実施するものとする。 

 

（履修科目の登録の上限） 

第十二条 専門職大学院は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学

生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を

定めるものとする。 

 

（他の大学院における授業科目の履修等） 

第十三条 専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職大学院の定めると

ころにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当

該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の二分の一を超

えない範囲で当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものと

みなすことができる。 
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２ 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通

信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の教

育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教

育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授

業科目を我が国において履修する場合について準用する。 

 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第十四条 専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職大学院に入学

する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修

生として修得した単位を含む。）を、当該専門職大学院に入学した後の当該専門

職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転学

等の場合を除き、当該専門職大学院において修得した単位以外のものについて

は、前条第一項及び第二項の規定により当該専門職大学院において修得したも

のとみなす単位数と合わせて当該専門職大学院が修了要件として定める三十単

位以上の単位数の二分の一を超えないものとする。 

 

第四章 課程の修了要件 

（専門職学位課程の修了要件） 

第十五条 専門職学位課程の修了の要件は、専門職大学院に二年（二年以外の標準修業年

限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年

限）以上在学し、当該専門職大学院が定める三十単位以上の修得その他の教育

課程の履修により課程を修了することとする。 

 

（専門職大学院における在学期間の短縮） 

第十六条 専門職大学院は、第十四条第一項の規定により当該専門職大学院に入学する前

に修得した単位（学校教育法第百二条第一項の規定により入学資格を有した後、

修得したものに限る。）を当該専門職大学院において修得したものとみなす場合

であって当該単位の修得により当該専門職大学院の教育課程の一部を履修した

と認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して当該専

門職学位課程の標準修業年限の二分の一を超えない範囲で当該専門職大学院が

定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、

当該専門職大学院に少なくとも一年以上在学するものとする。 

 

第五章 施設及び設備等 

（専門職大学院の諸条件） 
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第十七条 専門職大学院の施設及び設備その他諸条件は、専門職大学院の目的に照らし十 

分な教育効果をあげることができると認められるものとする。 

 

第六章 法科大学院 

（法科大学院の課程） 

第十八条 第二条第一項の専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを

目的とするものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、法科大学院とする。 

２ 法科大学院の課程の標準修業年限は、第二条第二項の規定にかかわらず、三年

とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、

専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、三年を超えるもの

とすることができる。 

 

（法科大学院の入学者選抜） 

第十九条 法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、文部科学大臣が別に定めるところ

により、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。 

第二十条 法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、入学者の適性を適確かつ客観的に

評価するものとする。 

 

（他の大学院における授業科目の履修等） 

第二十一条 法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が法科大学院の定めるとこ

ろにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第

十三条第一項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大学

院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただ

し、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあって

は、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。 

２ 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う

通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院

の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けら

れた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程に

おける授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 

 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第二十二条 法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該法科大学院に入学す

る前に大学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修

生として修得した単位を含む。）を、当該法科大学院に入学した後の当該法科
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大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転

学等の場合を除き、当該法科大学院において修得した単位以外のものについ

ては、第十四条第二項の規定にかかわらず、前条第一項及び第二項の規定に

より当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単

位（同条第一項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。）

を超えないものとする。 

 

（法科大学院の課程の修了要件） 

第二十三条 法科大学院の課程の修了の要件は、第十五条の規定にかかわらず、法科大学

院に三年（三年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修

上の区分にあっては、当該標準修業年限）以上在学し、九十三単位以上を修

得することとする。 

 

（法科大学院における在学期間の短縮） 

第二十四条 法科大学院は、第二十二条第一項の規定により当該法科大学院に入学する前

に修得した単位（学校教育法第百二条第一項の規定により入学資格を有した

後、修得したものに限る。）を当該法科大学院において修得したものとみなす

場合であって当該単位の修得により当該法科大学院の教育課程の一部を履修

したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して

一年を超えない範囲で当該法科大学院が定める期間在学したものとみなすこ

とができる。 

 

（法学既修者） 

第二十五条 法科大学院は、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を

有すると認める者（以下「法学既修者」という。）に関しては、第二十三条に

規定する在学期間については一年を超えない範囲で当該法科大学院が認める

期間在学し、同条に規定する単位については三十単位を超えない範囲で当該

法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期

間は、前条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて一年を超えな

いものとする。 

３ 第一項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる

単位数は、第二十一条第一項及び第二項並びに第二十二条第一項の規定によ

り修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位（第二十一条第一項ただ

し書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。）を超えないものとす
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る。 

 

第七章 教職大学院 

（教職大学院の課程） 

第二十六条 第二条第一項の専門職学位課程のうち、専ら幼稚園、小学校、中学校、高等

学校、中等教育学校及び特別支援学校（以下「小学校等」という。）の高度の

専門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育を行うことを

目的とするものであって、この章の規定に基づくものを置く専門職大学院は、

当該課程に関し、教職大学院とする。 

２ 教職大学院の課程の標準修業年限は、第二条第二項の規定にかかわらず、二

年とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、

専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、一年以上二年未

満の期間又は二年を超える期間とすることができる。 

４ 前項の場合において、一年以上二年未満の期間とすることができるのは、主

として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間

と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法

により教育上支障を生じない場合に限る。 

 

（他の大学院における授業科目の履修等） 

第二十七条 教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が教職大学院の定めるとこ

ろにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当

該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の二分の一を

超えない範囲で当該教職大学院における授業科目の履修により修得したもの

とみなすことができる。 

２ 前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合及び外国の大学院の教

育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた

教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程におけ

る授業科目を我が国において履修する場合について準用する。 

 

（入学前の既修得単位の認定） 

第二十八条 教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該教職大学院に入学す

る前に大学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修

生として修得した単位を含む。）を、当該教職大学院に入学した後の当該教職

大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転
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学等の場合を除き、当該教職大学院において修得した単位以外のものについ

ては、第十四条第二項の規定にかかわらず、前条第一項及び第二項の規定に

より当該教職大学院において修得したものとみなす単位数及び次条第二項の

規定により免除する単位数と合わせて当該教職大学院が修了要件として定め

る四十五単位以上の単位数の二分の一を超えないものとする。 

 

（教職大学院の課程の修了要件） 

第二十九条 教職大学院の課程の修了の要件は、第十五条の規定にかかわらず、教職大学

院に二年（二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上

の区分にあっては、当該標準修業年限）以上在学し、四十五単位以上（高度

の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うこと

を目的として小学校等その他の関係機関で行う実習に係る十単位以上を含

む。）を修得することとする。 

２ 教職大学院は、教育上有益と認めるときは、当該教職大学院に入学する前の

小学校等の教員としての実務の経験を有する者について、十単位を超えない

範囲で、前項に規定する実習により修得する単位の全部又は一部を免除する

ことができる。 

 

（教職大学院における在学期間の短縮） 

第三十条 教職大学院における第十六条の適用については、「専門職大学院」とあるのは「教

職大学院」と、「第十四条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、「専門

職学位課程」とあるのは「教職大学院の課程」と読み替えるものとする。 

 

（連携協力校） 

第三十一条 教職大学院は、第二十九条第一項に規定する実習その他当該教職大学院の教

育上の目的を達成するために必要な連携協力を行う小学校等を適切に確保す

るものとする。 

 

第八章 雑則  

（その他の基準） 

第三十二条 専門職大学院の組織、編制、施設、設備その他専門職大学院の設置に関する

事項で、この省令に定めのないものについては、大学院設置基準（第九条の

二、第十一条、第十三条を除く。）の定めるところによる。 

２ この省令又は他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、専門職大学院に

関し必要な事項については、文部科学大臣が別に定める。 
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附則 

１ この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 

２ 第五条第一項に規定する専任教員は、平成二十五年度までの間、第五条第二項の規定

にかかわらず、第五条第一項に規定する教員の数の三分の一を超えない範囲で、大学

設置基準第十三条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準第九条に規定する教員

の数に算入することができるものとする。ただし、大学院設置基準第九条に規定する

教員のうち博士課程の後期の課程を担当する教員の数には、第五条第一項に規定する

専任教員の数のすべてを算入することができるものとする。  

３ 学校教育法施行規則等の一部を改正する省令（平成十五年文部科学省令第十五号）第

七条による改正前の大学院設置基準第三十一条に定める大学院の課程のうち大学院設

置基準の一部を改正する省令（平成十一年文部省令第四十二号）附則第五項の規定に

より大学設置基準第十三条に規定する専任教員の数に算入される教員をもってその教

員の一部とするものが専門職学位課程となる場合にあっては、平成十六年度までの間

に限り、第五条第二項の規定にかかわらず、大学設置基準第十三条に規定する専任教

員の数に算入される教員をもって専門職大学院の教員の一部とすることができる。 

 

附則 （平成 16 年 12 月 13 日文部科学省令第 42 号） 抄 

 

 この省令は、公布の日から施行する。 

附則 （平成 18 年３月 31 日文部科学省令第 11 号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附則 （平成 19 年３月１日文部科学省令第２号） 

 

 この省令は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附則 （平成 19 年７月 31 日文部科学省令第 22 号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 

附則 （平成 19 年 12 月 25 日文部科学省令第 40 号） 抄 

 

 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日（平成 19 年 12 月 26 日）か

ら施行する。 
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専門職大学院に関し必要な事項について定める件 

（平成 15 年文部科学省告示第 53 号） 

 

専門職大学院設置基準（平成十五年文部科学省令第十六号）第五条第一項、同条第三項、

第十九条及び第二十六条第二項の規定に基づき、専門職大学院に関し必要な事項について

次のように定め、平成十五年四月一日から施行する。 

なお、平成十一年文部省告示第百七十七号（高度の専門性を要する職業等に必要な高度

の能力を専ら養うことを目的とする修士課程に専攻ごとに置くものとする教員の数につい

て定める件）は、廃止する。 

 

（専攻ごとに置くものとする専任教員の数）  

第一条 専門職学位課程には、専攻ごとに、平成十一年文部省告示第百七十五号（大学院

に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件）の別表第一及び別表第

二に定める修士課程を担当する研究指導教員の数の一・五倍の数（小数点以下の

端数があるときは、これを切り捨てる。）に、同告示の第二号、別表第一及び別表

第二に定める修士課程を担当する研究指導補助教員の数を加えた数の専任教員を

置くとともに、同告示の別表第三に定める修士課程を担当する研究指導教員一人

当たりの学生の収容定員に四分の三を乗じて算出される収容定員の数（小数点以

下の端数があるときは、これを切り捨てる。）につき一人の専任教員を置くものと

する。  

2 前項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員は、専門職学位課程につ

いて一専攻に限り専任教員として取り扱うものとする。  

3 第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数の半数以上は、原

則として教授でなければならない。  

 

（専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力を有する教員）  

第二条 前条第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数のおおむね三

割以上は、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度

の実務の能力を有する者とする。  

2 前項に規定するおおむね三割の専任教員の数に三分の二を乗じて算出される数

（小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。）の範囲内については、

専任教員以外の者であっても、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、

教育課程の編成その他の専門職学位課程を置く組織の運営について責任を担う者

で足りるものとする。  

3 法科大学院に対する前二項の規定の適用については、これらの項中「おおむね三

割」とあるのは「おおむね二割」と読み替えるものとする。  
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4 法科大学院においては、第一項に規定する実務の経験を有し、かつ、高度の実務

の能力を有する専任教員は、法曹としての実務の経験を有する者を中心として構

成されるものとする。  

5 教職大学院に対する第一項及び第二項の規定の適用については、これらの項中「お

おむね三割」とあるのは「おおむね四割」と読み替えるものとする。 

6 教職大学院においては、第一項に規定する実務の経験を有し、かつ、高度の実務

の能力を有する専任教員は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支

援学校及び幼稚園の教員としての実務の経験を有する者を中心として構成される

ものとする。 

 

（法科大学院の入学者選抜）  

第三条 法科大学院は、入学者のうちに法学を履修する課程以外の課程を履修した者又は

実務等の経験を有する者の占める割合が三割以上となるよう努めるものとする。  

2 法科大学院は、前項の割合が二割に満たない場合は、当該法科大学院における入

学者の選抜の実施状況を公表するものとする。  

 

（法科大学院の収容定員）  

第四条 法科大学院においては、法学既修者を入学させるかどうかにかかわらず、その収

容定員は当該法科大学院の入学定員の三倍の数とする。  

 

（法科大学院の教育課程）  

第五条 法科大学院は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。  

一 法律基本科目（憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法

に関する分野の科目をいう。）  

二 法律実務基礎科目（法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基

礎的な分野の科目をいう。）  

三 基礎法学・隣接科目（基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の

科目をいう。）  

四 展開・先端科目（先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様

な分野の科目であって、法律基本科目以外のものをいう。）  

2 法科大学院は、前項各号のすべてにわたって授業科目を開設するとともに、学生

の授業科目の履修が同項各号のいずれかに過度に偏ることのないよう配慮するも

のとする。  

 

（法科大学院の授業を行う学生数）  

第六条 法科大学院は、一の授業科目について同時に授業を行う学生数を少人数とするこ
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とを基本とする。  

2 前項の場合において、法律基本科目の授業については、五十人を標準として行う

ものとする  

 

（法科大学院の履修科目の登録の上限）  

第七条 法科大学院の学生が履修科目として登録することができる単位数の上限は、一年

につき三十六単位を標準として定めるものとする。 

 

（教職大学院の教育課程） 

第八条 教職大学院は、専門職大学院設置基準第二十九条第一項に規定する実習により行

われる授業科目（次項において「実習により行われる授業科目」という。）に加え、

次の各号に掲げる領域について授業科目を開設するものとする。 

一 教育課程の編成及び実施に関する領域 

二 教科等の実践的な指導方法に関する領域 

三 生徒指導及び教育相談に関する領域 

四 学級経営及び学校経営に関する領域 

五 学校教育と教員の在り方に関する領域 

2 教職大学院は、前項各号のすべてにわたって授業科目を開設するとともに、実習

により行われる授業科目、その他各教職大学院において開設する科目を含め、体

系的に教育課程を編成するものとする。 

3 教職大学院は、学生の授業科目の履修が前二項のいずれかに過度に偏ることのな

いよう配慮するものとする。 

 

附則 この告示は、平成 19 年４月１日から施行する。 
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